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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○議長（植木弘行君） 散会前に引き続き本日の会

議を開きます。 

  ただいまの出席議員は29名であります。 

  27番、平山英君より欠席する、９番、髙久武男

君より遅刻する旨の届け出があります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議事日程の報告 

○議長（植木弘行君） 本日の議事日程はお手元に

配付のとおりであります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎会派代表質問 

○議長（植木弘行君） 日程第１、会派代表質問を

行います。 

  発言通告者に対し、順次発言を許します。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 水 戸   滋 君 

○議長（植木弘行君） 未来21代表、20番、水戸滋

君。 

〔２０番 水戸 滋君登壇〕 

○２０番（水戸 滋君） おはようございます。 

  議席20番、水戸滋です。 

  発言の機会を得ましたので、会派未来21を代表

して、通告に従いまして順次質問をいたします。 

  平成19年も師走に入り、残すところ20日余りと

なりました。執行部におかれましては、来年度平

成20年度の予算編成も大詰めを迎えたところと推

察をいたします。 

  着実な前進を今年度のキーワードとして、計画

的な事業の推進、部門計画の具現化、安心・安全

の確保などの進めを遂行してきたならば、次年度

はどのような予算が組まれ、また、事務事業のキ

ーワードをどのように位置づけされるのか、私ど

もも関心を持つところであります。 

  それでは、質問項目に入りますが、一般質問に

おいて同じ質問をされる議員には、先に質問され

ることをお許しいただきたい。また、議案等にも

関する質問でありますが、市長並びに当局におか

れましては、明快な答弁を期待するものでありま

す。 

  では、まず１の地域医療についてであります。

ここでは、２項目に分けてお伺いをいたします。

①として、那須塩原市の医療についてと②の大田

原赤十字病院の移転新築についてであります。 

  ①の中では、黒磯・大田原休日夜間診療所の現

状と問題についてお伺いをするものであります。 

  １つ目は、休日・夜間の利用について、また、

医療給付の状況についてお伺いをいたします。 

  ２つ目は、郡・市医師会の協力体制について伺

うものであります。 

  ３つ目は、今後の当診療所と救急医療のあり方

についてであります。 

  ３つ目の部分は、今回の補正予算に関係する部

分と理解をしております。 

  ②では、⑴として、移転新築に関する当市の考

え方であります。 

  ⑵は、現在までの進捗状況（病院・県・近隣市

町との連携）についてお伺いをするものでありま

す。９月の県議会の一般質問においては、当地域

のこの問題に２名の議員が質問に立たれていまし

たが、私どもも関心を寄せるところでありますの

で、ぜひ市の考えをお示しいただきたいと思いま
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す。 

  次に、２は、那須塩原市「組織機構改革」につ

いてであります。この項目では、私ども議会に提

示されてから現在までの流れ、あるいは今後の流

れについて１から３にわたりお伺いをするもので

あります。 

  ⑴では、再編の特徴、目的をお聞かせいただき

たい。合併当初、総合支所方式、２年目に一部、

分庁方式、来年度からは本庁方式がとられるわけ

でありますが、 終的に、ではどこに持っていか

れるのか、そのお考えもできましたらお聞かせを

いただきたい。 

  ⑵では、平成20年４月実施に向け、現在までの

取り組み状況についてであります。 

  １つ目は、西那須野支所、塩原支所の業務内容、

職員体制についてであります。 

  ２つ目は、再編される課、新設の課の内容につ

いてお伺いをするものであります。 

  ３つ目は、新たな「部」の分庁の考えについて

お伺いをします。 

  以上３点について伺いたいと思います。 

  ⑶では、今後の取り組み（進め方・手順）につ

いて伺うものであります。 

  １つ目は、職員の指導、人事、管理職、異動等

も含めてであります。 

  ２つ目は、住民への周知徹底にどのように取り

組まれるのかも、あわせて伺いたいと思います。 

  次に、３は、駅を起点とした中心市街地の活性

化についてであります。この後の項目では、大き

く４項目に分けて伺いたいと思います。 

  ①として、出店計画の大型商業施設について伺

います。 

  ⑴として、大型商業施設の出店と中心市街地の

活性を市としてどのように考えているのかお伺い

をいたします。 

  ②は、駅西地区まちづくり交付金事業について

であります。 

  ⑴では、基幹事業・関連事業・提案事業等の推

進状況についてお伺いをするものであります。ま

た、県道の整備計画もあわせて伺いたいと思いま

す。 

  ⑵では、今後の計画、後期計画でありますけれ

ども、どのように行われるのか伺いたいと思いま

す。 

  ③は、黒磯駅周辺の活性化についてであります。 

  ⑴駅前の活性化に向けた経営者グループの動き

がございます。そうしたものを市としてどのよう

にとらえているのかお伺いするものであります。

また、那須温泉・板室温泉の玄関口としてどのよ

うに考えているのかも、あわせてお伺いをするも

のであります。 

  ④は、那須塩原駅土地区画整理事業についてで

あります。 

  ⑴市の玄関口にふさわしい新たな市街地拠点と

して整備をしていますが、完成後の目的用途をど

のように見込まれているのかお伺いをするもので

あります。 

  以上が会派未来21の質問、３項目19点について

であります。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君の質問に対

し、答弁を求めます。 

  市長。 

〔市長 栗川 仁君登壇〕 

○市長（栗川 仁君） おはようございます。 

  未来21、20番、水戸滋議員の会派代表質問にお

答えをいたします。 

  まず、１番の地域医療について、順次お答えを

いたします。 

  ①の黒磯・大田原休日夜間診療所の現状と問題

点についてお答えをいたします。 
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  黒磯那須地区休日等急患診療所、大田原市休日

等急患診療所につきましては、休日等の夜間にお

いて、内科、小児科の初期救急患者に対して、応

急の診療を行う機関として設置をされております。

初期救急医療体制の充実を図るため、本年４月か

ら平日の夜間に１日開設をしているところであり

ます。 

  利用状況につきましては、10月末現在で黒磯那

須地区休日等急患診療所は330名であり、大田原

市休日等急患診療所は750名です。その中で那須

塩原市民は、それぞれ220名、218名となっており

ます。休日のみにおいて昨年と比較をいたします

と、10月末現在で黒磯那須地区休日等急患診療所

は235人であり、50.64％の増となっております。

また、大田原市休日等急患診療所は461人で、

24.93％の増となっております。 

  次に、診療報酬でありますが、平成18年度決算

額で見ますと、黒磯那須地区休日等急患診療所は、

211万6,288円のうち、個人負担は45万4,600円、

国保・社保分は166万1,688円、大田原市休日等急

患診療所は725万4,620円のうち、個人負担は170

万9,340円、国保・社保分は554万5,280円となっ

ております。 

  那須郡市医師会及び黒磯・那須医師会、西那須

野地区医師会の協力により、黒磯・那須地区、大

田原地区において、平成20年１月よりさらに１日

診療日を追加し、初期救急医療に対応する予定で

あります。 

  今後は、大田原市休日等急患診療所と協力・連

携を持ちつつ、地域住民にとって緊急時の身近な

医療機関として利用の定着が図られるよう、ＰＲ

に努めてまいります。 

  また、診療所と二次、三次の医療機関との連携

につきましても、那須地区地域医療対策協議会の

中で協議を進めていく必要があると考えておりま

す。 

  次に、②の大田原日赤病院の移転新築につきま

しては、６月市議会定例会において、金子哲也議

員及び渡邉穣議員の一般質問においてお答えをし

たところでありますが、一般診療はもとより、高

度医療、救急医療等、地域住民の生命と健康を守

る基幹病院として、より質の高い医療サービスの

提供が確保できるよう、本市といたしましても期

待をするところであります。 

  現在までの状況につきましては、７月24日、知

事のプレス発表後、８月に大田原日赤病院から協

力の要請がありましたが、県から具体的な働きか

けは来ておりません。 

  次に、那須塩原市の組織機構改革について、１

から３までは関連がありますので、一括してお答

えをいたします。 

  平成20年４月に向けた組織機構改革につきまし

ては、組織機構改革の方針により、市民にとって

は、簡素でわかりやすく、市民サービスが向上す

る組織に改革し、職員にとっては、能力が十分に

発揮でき、地方分権及び緊急課題等に対しても柔

軟に対応できる合理的な組織を実現することを目

的に、総合支所方式を廃し本庁方式とする考えの

もと、組織機構改革推進会議において検討を重ね

てまいりました。その中で、本庁、支所のあり方

につきましては、本庁には企画立案、管理業務等

の事務集約を図り、支所においては、窓口対応業

務、相談業務、現場の維持管理業務等を行う体制

とし、市民サービスに支障を来さぬような職員体

制で、１部１課を基本として統合いたします。 

  また、各部の見直しにつきましては、総合計画

の着実な推進、さらには現在、本市が抱えている

課題に適切に対応できる推進体制を確立していき

たいと考えており、主な各部の見直し点を申し上

げますと、企画部では、市民との協働によるまち
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づくりを推進する市民協働推進課の新設、また、

総務部においては、国民健康保険税係を保健課か

ら移管し、国民健康保険税等を市税と一体的に賦

課徴収する体制とします。 

  生活環境部では、本市を取り巻く環境問題に迅

速に対応するため、環境課を環境管理課、環境対

策課の２課体制とし、環境対策課内に廃棄物対策

室の新設を、市民福祉部においては、保健福祉部

と名称を改め、教育部から幼稚園関係業務を移管

し、子育て支援を総合的に支援する子ども課を新

設します。 

  産業観光部では、農林業、畜産業の振興を推進

するため、農務課を農務畜産課と農林整備課の２

課体制とし、建設部においては、安全で便利なま

ちづくりに資するため、都市計画課を都市計画課

と都市整備課の２課体制とします。 

  水道部は、建設部より下水道課を移管し、上下

水道部といたします。 

  教育部は、既に本庁集約を実施していることか

ら、基本的に変更はございません。 

  なお、現在、これらの新たな組織の見直しを進

める中での、各部各課の事務分掌及び業務量調査

に基づく人員配分と各庁舎のレイアウトの調整を

行っており、新たな部の分庁につきましても、そ

の必要性の有無も含めまして、この中で検討して

いるところであります。 

  今後は、平成20年４月の新組織への移行に伴い、

職員の人事配置等についても十分考慮をし、市民

サービスへの影響が出ないよう十分な準備を行い、

特に市民の皆さんのご理解をいただくため、広報、

ホームページ等により周知を行い、円滑に新組織

に移行できるよう努めてまいりたいと考えており

ます。 

  次に、駅を起点とした中心市街地の活性化につ

いてお答えをいたします。 

  ①の⑴大型商業施設の出店と中心市街地の活性

化を市としてどのように考えているかとのご質問

にお答えをいたします。 

  現在、黒磯地区においては、アウトレットモー

ルや大規模スーパーなどの大型商業施設が出店を

計画しておりまして、来年にはオープンする予定

となっております。これらのうち、特に大規模ス

ーパーにおいては、取り扱う商品等が市内の既存

小売店等とのかなりの部分で競合するものと思わ

れます。既存商店や中心商業地が大規模商業施設

に対抗し、消費者を呼び戻すためには、大型店に

はない個店ならではの特色、専門性を出していく

ことが重要であると考えます。１つの店舗では集

客に限界がありますが、個店の魅力が商店街全体

の魅力、ひいては中心市街地の活性化につながっ

ていくものと考えております。 

  今後につきましては、商工会等と連携をしなが

ら、活性化を図ってまいりたいと考えております。 

  次に、駅西地区まちづくり交付金事業について

お答えをいたします。 

  進捗状況でありますが、基幹事業であります中

央通りにつきましては、現在、県道西那須野停車

場線から一般国道400号まで用地取得を進めてお

り、来年度改良工事に着手をする予定です。 

  同様に、市街地再開発事業関連の市道Ｎ211、

341号線及び市道Ｎ幹Ⅱ－６号線についても用地

取得を進めており、来年度より一部改良工事に着

手をする予定であります。 

  また、桜通り疏水整備につきましては、地権者

代表である世話人の方々と懇談会を組織し、道路

整備等について検討をしております。 

  太夫塚公園につきましては、公園周辺の道路整

備や体験学習施設、公園本体の工事が完了し、本

年８月より供用を開始しており、まちなか公園に

つきましても、本年度完了の予定となっておりま
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す。 

  駅西口広場につきましては、現在、用地取得を

進めており、来年度から工事の着手を、駅西口駐

輪場につきましては、来年度詳細設計を予定して

おります。また、バリアフリー構想に基づき、エ

レベーターが昨年度は駅東口に、本年度は駅西口

に設置されます。 

  さらに、県事業の県道西那須野停車場線が駅西

口から中央通りまでの約620ｍを平成20年度から、

県道西那須野下石神線が駅西口から西那須野支所

までの約460ｍを、平成21年度より事業着手する

と伺っております。 

  なお、商業等活性化のソフト事業であります提

案事業につきましては、ＴＭＯ機関である株式会

社まちづくりにしなすのが人を集め、活力・にぎ

わいのあるまちなかの再生、集客効果の向上を図

るため事業を実施しております。 

  関連事業では、西大和市街地再開発組合が知事

の認可を受け設立され、今後、権利変換計画の認

可を受けまして、本年度中には建物の一部取り壊

しに着手する予定となっております。 

  次に、今後の事業計画についてお答えをいたし

ます。 

  西那須野地区中心市街地活性化基本計画の期間

は10年となっており、おおむね５年で事業が展開

できるものをまちづくり交付金事業に取り入れ、

実施をいたしております。 

  残事業につきましては、現在、進めておる事業

効果の検証を行いながら、今後、ＴＭＯ機関であ

ります株式会社まちづくりにしなすのを含め、関

係機関と協議をしながら検討をしてまいります。 

  次に、③の⑴、駅前の活性化に向けた経営者グ

ループの動きが見られるが、市としての考えにつ

いてのご質問にお答えをいたします。 

  黒磯駅前の活性化につきましては、黒磯観光協

会において平成17年度に黒磯駅前活性化事業実行

委員会を組織し、駅前活性化対策について検討を

行ってきました。これを受けまして、駅前商店街

の関係者が今年、駅前活性化を目的とした準備委

員会を立ち上げたところであります。 

  市といたしましても、観光協会や商工会など関

係団体、関係者が連携をして、魅力ある資源を生

かしながら駅前の活性化が図られるよう、支援を

してまいりたいと思っております。 

  次に、那須温泉・板室温泉の玄関口をどのよう

に考えているかについてお答えをいたします。 

  黒磯駅は、昔から那須温泉や板室温泉の玄関口

としてにぎわいを見せていたところでありますが、

新幹線の利用の増加や近年のモータリゼーション

の影響を受け、利用者が少なくなり、それととも

に駅前の集客も減少しております。 

  黒磯駅周辺には、大正、昭和の雰囲気を残す建

物や駅舎内の貴賓室など、黒磯の歴史を物語り、

かつ魅力ある資源が多くありますが、これらを生

かしてまちづくりと結びつけられるよう、商工会

や関係者と協議をしてまいりたいと考えておりま

す。 

  次に、④の土地区画整理事業完成後の目的、用

途についてお答えをいたします。 

  那須塩原駅西口地区につきましては、那須塩原

新都市の拠点として、また、市の新しい顔として

位置づけ、商業業務施設等の集積を図り、あわせ

て那須連山の景観を生かした良好な新都市拠点の

形成を図ることとしております。 

  このような方針に基づき、那須塩原駅西地区内

の都市計画道路、321東那須野大通りに面した街

区につきましては、地区計画により市の新しい顔

にふさわしい施設の誘導を図るため、建築物の用

途制限や高さの限度、さらには形態及び意匠の制

限を定めるとともに、周辺の町並み、景観と那須
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連山の眺望に配慮した商業系とし、それ以外の地

域は住居系となっております。 

  また、那須塩原駅北地区におきましては、都市

計画道路353沓掛通りを境にして、大通り寄りの

南側は、区画道路をすべて幅員８ｍで築造するこ

とにより商業業務系を確保し、北側につきまして

は、住居系として調和のとれた用途計画となって

おります。 

  以上、お答えといたします。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） それでは、地域の医療を

１番から順次再質問していきたいと思います。 

  黒磯・大田原休日・夜間の診療所の実態という

ものを今、お聞かせをいただいたわけであります

けれども、実際、私ども議会として17年度、18年

度で決算を見た中で利用状況等も押さえた中でい

くと、今年度は10月現在ではありますけれども、

かなりの伸びを示していると、かなりの利用度を

示しているといいますか、まず、これはやはり市

の取り組みもそうでありますけれども、そうした

住民サイドもこうした診療所というものを安心し

てかかれている状況じゃないかなと、こう思うわ

けであります。 

  その中で、展開的に来ているわけでありますけ

れども、ことしに入って、10月までの決算でこれ

だけ伸びているということで、20年度１月から医

師を１名ずつ増員をするということでありますの

で、年度内にどのくらいの日数をプラスされてい

くのかなと。大田原、西那須野でどんなふうな体

系になっていくのか。 

  また、これについては、どのような割り振りで

いかれるのか。これは、当然お医者さんの張りつ

けがあるわけでありますけれども、そうした振り

分けといいますか、どのように１週間の割り振り

をされるのか、その辺についてお伺いをしたいと

思います。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） お答えいたします。 

  来年１月からですので、平成19年度は３カ月と

いうことで、日数にしては12日程度が増加という

ことになります。 

  基本的に黒磯・那須地区につきましては、黒磯

地区の医師会、それから那須町の医師会が基本的

に主体になって業務に当たっております。 

  大田原市の診療所につきましては、大田原市の

医師会、それから西那須野地区の医師会の先生方

が業務を行っているということになります。現在

は、そういうことで実施をしております。 

  以上であります。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 黒磯・那須の医師会が黒

磯診療所を持つ、あるいは大田原・西那須野医師

会が大田原の施設を１名増という形でいくという

ことでありますけれども、夜間にも触れていきま

すけれども、今現在の体制でありますと、当然郡

医師会がやっている中で、個人病院のやはり応援

もあって現在進めていると。そうすると、１週間

の中でどういう割り振りになってくるかと、この

辺については、当局としての押さえ方としてはい

かがなものでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） お答えいたします。 

  黒磯・那須地区でだけ申し上げますと、今現在、

日曜祝日、年末年始ですけれども、平成19年度は

72日間で、先生の数は30人でありますので、１年

間に2.4回ほど業務に当たっております。平日、

今まで４月から12月までは金曜日ということです

から、これは49日間あるんですけれども、22名の

先生方で業務に当たっていたということで、回数

的には2.2回という状況にあります。 

－35－ 



  以上であります。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） それだけ回数を確立して

いただいているということでございます。実は私

が今回の質問に立ちました一つの原因としまして、

郡医師会の方、たまたま私の主治医と郡医師会関

係等ありましたものですから、これは10月の郡医

師会の理事会の中で市の方に、郡医師会としても

体制ができているので、ぜひ定着を見るのであれ

ば応援しますよという話が出てきたと。これは多

分市の方にも、この話は市長の方に多分行ってい

ると思うんでありますけれども、その中で市サイ

ドとしては、これは当然経費がかかる、あるいは

議会サイドの決裁をもらわなければできないとい

うことがありますけれども、ここで前倒しして、

来年１月からということで結果を見たということ

で、私としては今回の補正予算にも出てきている

わけでありますけれども、早くこうしたものに着

手をしてくれるということはありがたいなと、こ

う思ったところであります。 

  当然、医師会の方で、あるいは９月に菅間記念

病院さんの方もあるものですから、菅間記念病院

さんの方もやはりこれにはきちんと支援をしてい

ただいて、ここで私が申し上げたのは、大田原休

日急患は火曜、水曜、黒磯あるいは那須地区は月

曜、金曜、菅間記念病院さんは木曜、土曜と、１

週間のうち１日を除いてほぼ完璧にそうした診療

体制ができるということは、大変これは充実して

きているのかなと、こう思うわけでありますので、

これは議案でありますので、余りここでどうこう

ということは強く申しませんけれども、こういう

体制ができ上がったということは、大変うれしい

限りであると思います。 

  その後、次に移るわけでありますけれども、こ

うした10カ月間である程度の定着を見ていると、

これからももう少し充実した医療体制ができると

いうと、やはりＰＲ、こうしたものを市としてど

う考えていくのかなと私は伺いたくなりますので、

その辺についてはいかがな考えでございますか。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） お答えいたします。 

  黒磯・那須地区、それから大田原市の診療所に

つきまして、お互いに市の広報、それからチラシ

等でも診療日を特定しましてＰＲ等に努めており

ますし、また、大田原赤十字病院、それから国際

医療福祉大学病院にも一次医療として各、今言い

ました２つの診療所をぜひ利用くださいという形

で病院の方にもお願いをして、チラシ等を置きま

して周知をしているところであります。 

  以上であります。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） ＰＲをしっかりしていた

だいて、せっかくこうした充実を図られましたか

ら、またそれ以上のものも─やはり充実されれ

ば、またそれ以上のものを期待するというのが

我々でございますので、ぜひともその辺のところ

もクリアしていただきたいと思います。 

  また、先ほど答弁の中で出てきました二次、三

次の医療機関との関係を密にとっていくというこ

とで、先ほど答弁いただきました地域の医療対策

協議会との連携で進めていくという部分でござい

ますけれども、この地域医療対策協議会というの

は、どのようなメンバーで、どういうふうな流れ

で進められているか、この辺について少し伺いた

いと思います。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） お答えいたします。 

  地域医療対策協議会の構成メンバーですけれど

も、３首長、それから医師会の会長、大田原赤十

字病院長、菅間記念病院の理事長、那須中央病院
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長、国際医療大学の病院長、それから休日・急患

の関係、大田原市、黒磯・那須地区の管理者、そ

れから２つの消防組合がありますので、そこの消

防長、そういったメンバーになっております。 

  その中で、一次医療、二次医療、三次医療につ

いて意見交換をして、地域医療をどういうふうに

進めていったら効率が上がるかというようなこと

を、特に年に何回というふうに決めてやっている

わけではありませんけれども、そういったことを

目的に協議会を設置して、協議を図っているとこ

ろであります。 

  以上であります。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 市長、町長という立場の

方と中核病院といいますか、基幹病院の院長が含

まれ、あと医師会と、救急関係になりますと、運

ぶ者として消防長も当然かかわってくるというこ

とでありますけれども、当然二次、三次、救急も

そうなんですけれども、今度はちょっと、今出て

きました消防関係の救急医療体制といいますか、

そうしたものとの兼ね合い、確かに指定された病

院というのはございますけれども、こうした休

日・急患という名称からしても、やはりそうした

救急的なものはこうした診療所も夜間、また休日

も運ばれるべきものではないかと私は思うのであ

りますけれども、その辺のところの協議といいま

すか、市の考え方といいますか、これは消防署の

方もありますけれども、その辺のところはいかが

なものでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） お答えいたします。 

  先ほど来申し上げておりますように、この２つ

の診療所そのものは、初期医療の診療を行うとい

うことでありまして、休日の夜間ですから、平日

の夜間も入っておりますけれども、若干救急的な

役割は当然持っているというふうに思っておりま

す。 

  黒磯・那須地区の診療所に限って申し上げます

と、救急的な状況で診療所の方に患者さんが来た

という事例は、現在のところまでは全くありませ

ん。 

  現在、どういった対応をしているかということ

になりますと、診療所に来た場合に、これについ

てはこの診療所ではちょっと診療できないので、

例えば二次医療機関の方に紹介状を書くとか、電

話でコンタクトをとって、そちらの方に回ってい

ただくと、そういったような処理をして現在のと

ころは当たっております。 

  以上であります。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） なぜここに触れていくか

というわけでありますけれども、実は私どもの会

派としまして、国際医療大学病院の院長さんとた

またま懇談をする機会がありましたので、そうし

た中にこの救急体制を見ていく中で、やはり総合

病院、私どもというのは国際医療福祉大学の話な

んでありますけれども、やはり10時を回って駆け

込んでくるといいますか、10時までは当然こうし

た休日・急患という部分があるのでありますけれ

ども、どうしても患者さん側がここへ行くよりも

総合病院として選んで119番していくという兼ね

合いでは、どうしても私どもも夜間受け入れなけ

ればならない事情がありますけれども、ここがど

うしてもやはり私どもとしてはネックになってく

るというお話を、佐藤院長の方から聞いたわけで

す。 

  ですから、やはり休日・急患の診療所でも、運

ぶ側、消防署ですね、隊員がある程度のところを

取り持った中で運んでいいものかどうかというの

は、これはできるわけでありますから、そこら辺
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のところもしっかり今後の救急医療体制には必要

な部分ではないかなと。そう思いますと、やはり

こうした地域対策の協議会等の中でも、しっかり

とそうしたことも踏まえてお話をしていただきた

い。きょう、首長が当然この会議には出られるわ

けでありますから、その辺のところを踏まえて市

長にお願いをしていきたい、こう考えて次の大田

原赤十字病院移転関係に移りたいと思います。 

  先ほど、赤十字病院の移転に対して、新築に関

して当市の考えとしては、やはりより質の高い医

療を求めるのは同じであるという考えであります。

２番にも関連してありますけれども、急いで質問

していきますけれども、市側へ７月24日にプレス

の発表でご存じになったと。その後、８月、当病

院の方から協力依頼ということがあったようであ

りますけれども、その辺についてどのような要請

であったか、もし差し支えなければお聞かせ願い

たいと思います。 

○議長（植木弘行君） 市民福祉部長。 

○市民福祉部長（渡部義美君） お答えいたします。 

  新しい大田原赤十字病院の基本構想ということ

で、病院の方から参っておりまして、１つは、中

田原工業団地移転新築決定までのプロセスという

ことで、こういう状況で中田原の工業団地に移転

新築を決定したと。それから、新病院の基本コン

セプトということで、その中には幾つかありまし

て、がん医療の診療機能充実、それから救急医療

の充実等々が記載されております。 

  それから、３つ目として、新病院建物のイメー

ジということで、当然医療部分と、そういったも

のを含めた形で、その中には院内に利用可能なシ

ョッピングモール等も併設したいというようなこ

とも記載されております。 

  それから、移転新築計画ということで、移転場

所は当然今言いましたような中田原の工業団地。

それから、病床数、総工費、工期、そういったも

のが示されて、それについて協力の要請がありま

した。 

  以上であります。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） ８月にそうした大田原赤

十字病院の方から協力要請といいますか、概要説

明があったということでございますけれども、実

は、私も大田原日赤病院さんの方へ出向いて、今

回の質問に当たりまして少しお伺いした中であり

ますと、７月に日赤の本社の理事会で了承されて、

整備計画に着手をするという、おおむねその辺の

ところが出てきたということであります。その後、

11月６日に本社の理事会で、社長決裁が出ている

という現実でございます。そうしますと、社長決

裁といいますと、やはりもうここで決まりで、整

備計画など本当に実行性のあるものとして、もう

これはそれで向かっていくというわけであります

から、そうした中で、当市として日赤病院の当市

の患者といいますか、利用度というのがシェア的

に40％ございますので、ある程度の住民としては

シェア40％でかなり大きなものでありますから、

早く安心・安全なものを求めるとすれば、こうし

た拠点病院としてのものをしっかり望むのが、こ

れが常であると思うのでありますけれども、今後

こうしたものの中で、市長として広域の事務組合

の組合長でもありますので、そうした中での話し

合いというものはどのような形で進められるのか、

ちょっとお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 日赤病院の今後の話し合い

の進め方ということでございますけれども、これ

が理事会でも決定して社長決裁を受けたという話

は、私は初めて聞くんですが、それはそれで日赤

病院としての方針だというふうに思っております。 
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  当然、この問題、日赤が中田原工業団地に移転

をしますよという 初の話というのは、多分、日

赤が大田原市に特区をお願いしてあの場所を選定

したのかなというふうに私どもは思っており、そ

のような新聞報道もございました。そういう中で、

前の佐々木院長さんから移転の計画がありますと

いう話は、実は私どもの方にも来ました。 

  内容につきましては、今の日赤病院は大変古い

部分もあるということで、現実的にはもう改築を

せざるを得ないと。あの場で改築ということにな

るとなかなか問題ですので、場所を変えたいとい

うような話で聞きましたので、当然そういう中で

古いから云々と言われましても、私どもの方とし

てもそのときにはもう既におおよその予算の概要

というんですか、そういうものを提示してきまし

たので、現実的には日赤病院としては赤字で、手

元にはお金は一銭もございませんと。あとは、そ

ういうことで、県あるいは地方自治体にお願いを

したいという話ですので、私どもとしても、学校

の耐震等々も踏まえていますと、なかなか日赤さ

んが言ったように、はいというお返事にはなりま

せんという話を申し上げたところでもございます。 

  場所につきましては、そういうことで話がござ

いまして、私は那須広域の管理者をやっておりま

すけれども、場所をあっちだこっちだという綱引

きは私はするべきでないというふうに思っており

ましたので、日赤さんが多分あそこの工業団地で

いいだろうという考えでその特区申請をしたとい

うことになりますと、日赤さんは自分の医療圏と

いうものを十分承知して場所を選定しているんだ

ろうというふうに思っております。そういう意味

では、那須広域だけではなく、塩谷も日赤の今、

医療圏になっておりますし、那珂川町あるいは那

須烏山ですか、これも医療圏に入ってくるという

ことでございますので、医療圏として全体の中で

一度は日赤は話を出して、皆さんの各首長さんに

お話をした上で、こういう計画ですよというのが

筋ではないですかという話は私は申し上げており

ます。 

  そういうことで、那須広域だけで先走ってする

という考え方は、これまでも持っておりません。

そういう意味では、お互いの広域が連携をしなが

ら、日赤のあり方というものを検討していくべき

だろうというふうに思っておりますので、そんな

形の中で日赤さんには話をしておるところでござ

います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） はい、わかりました。 

  今回、これを出した中では、やはり県議会の中

でも当然県知事の答弁、当局の答弁というのがご

ざいました。その中で、こうしたものには支援を

していきたい、県も当然ながらこの部分について

はバックアップをしますよという話が出てきまし

た。ただ、その中で先ほど県の方からの通達なり

何なりという話がございましたけれども、私も県

議会のやりとりの答弁等も見ました中で、県は、

関係市町村の方がきちんとそこをクリアしてくだ

さい、そうすれば、いつでも県の方は支援ができ

ますよというような受けとめ方をいたしました。

先ほど申しましたとおり、当那須地区だけではご

ざいません。当然、塩谷地区あるいは南那須の一

部も関係するわけでありますので、県北の広域と

いう中での拠点の病院、大田原赤十字病院という

ものを考えていかなければならないのかなと思い

ますので、できれば、11万5,000のトップである

私どもの首長が先陣を切って、ほかに働きかけて

リサーチをとって、この問題は前向きに取り組ん

でいただきたい、私はこう思うのであります。や

はり32万人の利用があるこの病院でありますので、
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早く充実を見て、医師も現在は不足しております

けれども、そうしたものを早くクリアして、この

医療をしっかりしていただきたい。この辺のとこ

ろはいかがですか、市長。 

○議長（植木弘行君） 市長。 

○市長（栗川 仁君） 当然、日赤のあり方という

中では、もう老朽化している、そういう部分も十

分理解をしております。いずれの考え方といたし

ましても、私どもも話があれば、それ相応に応じ

てはいきたいというふうに思っておりますけれど

も、やはり基本的には日赤さんがこういう状態で

こうですという説明をして、その中でお互いの自

治体ですか、それが相互に理解をし合わないと、

なかなか問題になってくるんだろうというふうに

私は思っておりますので、どこがどういう形でや

るというものではなくて、日赤さんが現状を説明

した中で進めるというのが、私は一番いいのでは

ないかなというふうに思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 当然、日赤本社というも

のの支援が大体形にも見えてきました。平成22年

着工、24年の７月完成という基本構想であります

けれども、もうそこまで出てきておりますので、

日赤サイドも実はお会いした中で、もう要望書の

ところまでしっかりしたものはできていますとい

う話も聞いておりますので、ぜひその際には、当

市としても、あるいは当地区の事務組合の管理者

としても、ぜひいい前向きな考え方を示していた

だきたい。これを述べて次の項目に入りたいと思

います。 

  次は、当市の組織機構についてであります。 

  ９月の全協の中で示されて、きょうも答弁をい

ただきましたけれども、きょう、いただいた説明

の中で大部分答弁だったのかなと、こう理解をし

ておるわけでありますけれども、この再編の目的

といいますか、市民サービスの向上に向けて、あ

るいは本市が抱える課題というものがあるので、

こうしたものを、あるいは総合計画にのっとって

進めていくというのは、確かにそうでありますけ

れども、先ほど登壇して述べましたとおり、３年

間の間に目まぐるしく変わってしまうと、これが

まず 初に住民に一番どうはね返ってくるのかな

と、私は思うんであります。 

  合併協議の中では、総合支所方式でという話が

スタートで合併をしてきました。その中でやはり

いろいろ不都合があり、あるいは長期の計画を組

む中で、こうしたものが早くせざるを得なかった

というのが事実だと思うんですけれども、ちょっ

と私、角度を変えますと、これを早く踏み切る理

由の一つに、定員適正化の職員の定数というもの

が響いてくるのではないかと、私はちょっとそこ

に触れたいと思うのでありますけれども、なぜか

と言いますと、10年間で四十数人を減らそうとい

うものが、一気にここへ来て、ここ一、二年でも

うそれをクリアして、それ以上のものが可能にな

ってきたということは、早くこうしたものに取り

組まないと追いついていかないのではないのかな

と、行政が。その辺のところも私は思うんであり

ますけれども、その辺のところはいかがですか。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） お答え申し上げます。 

  定員適正化というお話が出たんですけれども、

主に私の方は、企画部の方で組織という部分から、

今回の見直しに踏み切る経過といいますか、この

辺の考え方をお話し申し上げたいと思います。 

  合併当初は、今お話がありましたように、協定

に基づきまして、従来の機能をできるだけ残した

形で総合支所方式でスタートいたしました。この

ことで、市民の混乱といいますか、この辺を回避
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しようという目的はほぼ達成できたのかなと、こ

んなふうに考えておりますけれども、一方では行

政執行面で３市町並列という課題がありまして、

この辺でいろいろ組織的にも問題があったと、こ

ういうことで、今、議員からもお話がありました

ように、今回に至るまで見直しをやりながら来た

わけであります。 

  初の見直しが、平成17年度に見直しに着手し

たわけでありますけれども、この中でさらに近い

将来、さらなる組織の合理化へ向けた見直しの必

要があるだろうと、こういうことで、その時点で

具体的スケジュールとして平成18、19年度で見直

し、検討して、20年度からその合理化に向けた新

しい組織へ移行しようと、こういうことになりま

した。この背景といたしましては、もちろん今、

行政改革を進めなければならないという大きな社

会的、時代的要請もありますし、総合計画もでき

てくるということで、それらの施策の着実な遂行

に向けた体制づくりと。さらには、この総合計画

をつくるときに、17年度に市民アンケート等も行

いましたけれども、その中でこういった組織の簡

素化をさらに図ってはどうだというような市民の

大きな声もありました。 

  そのほか、当然職員の定員適正化計画の実現と

いうことで、これは合併効果の大きな主題といい

ますか、これも一つでもありますので、この辺も

考慮しながら平成17年度にこういった方向でやっ

ていこうということに、一応市の方針としては意

思を固めまして、今回そのスケジュールにのっと

って作業をし、平成20年度予定どおりといいます

か、これで実施に移していくと。そういう判断の

中で、スケジュールから今回実際に20年４月から

移していくという判断をした背景といいますか、

根拠としましては、確かに合併してまだ３年とい

う見方もありますけれども、合併して３年が経過

したという中で、市民の皆さんの合併に対する混

乱的な時期もある程度過ぎて、落ち着きが出てき

つつあると、こういう一つの判断もあります。 

  さらに、今回、将来を見据えた行政組織の方向

性について、一つの道筋ができたとも思っており

ます。それは、総合計画の中で前期基本計画の期

間内に新しい庁舎の位置等についても検討を進め

ていくという方向性を示し、その財源的裏づけと

なる基金の設置もできたと、こういうようなこと

で、トータル的に私ども組織を預かる立場として

は、判断をしまして、20年度４月から新しい体制

でスタートしたいと、このように考えたところで

あります。 

  当然、これを進めていく上では、定員適正化と

いう問題もありますので、今、先ほど市長が答弁

申し上げましたように、それらとの整合性を図り

ながら組織という形をつくり、そこに張りつける

人員というものの配分、これは実際の人事異動と

は若干異なる部分はあるとは思いますけれども、

組織論として課の統合があり、係の統合があると

いう中で、ある程度の職員のスリム化が図れるだ

ろうと、そういった部分を踏まえて、定員適正化

計画等との整合性も図りながら今回、この新しい

組織への転換を図っていくと、このようなところ

で進んでいるところであります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午前１１時０３分 

 

再開 午前１１時１３分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 
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  20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 大変申しわけございませ

んです。私の質問がちょっとまずかったのか、長

い答弁をいただいたんですけれども、採用は職員

が９人減ったので急いでいるんですかという話だ

ったんですが、そうでないと言えばそれで済んで

しまったんですけれども、５分ちょっと私いただ

いたものですから、逆に私の頭の中がパニックに

なってしまいましたので、次の項目に移りますけ

れども、１から３までまとめていただいたんです

けれども、２番の西那須野支所あるいは塩原支所

の業務の内容、この辺に触れたいと思うのであり

ますけれども、ここは支所で窓口業務を中心に、

あるいは現場のところを対応するということであ

りますけれども、では、どのような人員でいかれ

るのですかと。これはまだ検討中というわけであ

りますけれども、年明けてですから、もうこの辺

のところは出ておるんじゃないですか、その辺の

ところをちょっと詳しく。 

  また、この中で、私は職員の義理でも何でもな

いのでありますけれども、職員の事務量とか、あ

るいは業務の分担で不公平感というのはないもの

か、これだけ大幅な削減なり異動なりをして。そ

の辺のところについては、各課とは今回まとめる

に当たってどのようなヒアリングなり、こうした

詰めをしてきたのかなと、この辺のところについ

て伺いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） お答え申し上げます。 

  まず、支所の人員的なことなんですけれども、

今回、業務につきましては、先ほど市長が答弁し

たとおりなんですけれども、主に窓口的な業務に

つきましては、それぞれ地域の人口を含めた事情

がありますので、市民の皆さんに支障がないよう

にと、こういうようなことで進めています。 

  そういう中で、建設部門とか設計の部門とか、

事業部門、産業関係の部門につきましては、本庁

集約を極力図りたいと。こういうことで、そろそ

ろ私どもとしても 終的な数字を出して、組織を

年内にも固めたいと、こう思っています。 

  そういう中で、端的に申し上げますと、おおよ

そ西那須野で現在、庁舎の中にいるというお話で

申し上げますけれども、人員でいきますと、おお

むね20人前後、そういうことで事業部分を主体と

して人員が西那須野については減るのかなと。塩

原支所についても同じぐらいの人数と。本庁の人

員が足し算をしますとそれだけふえてくるわけな

んですけれども、ただ、職員の定員適正化との絡

みも出てきますけれども、実際、来年度の職員数

というのも考慮に入れますと、本庁についても約

20名ぐらいの増というようなことにほぼなってい

くのかなと。これ、実際に断りを入れますけれど

も、組織上の話でありまして、実際の人事異動に

ついては、若干の乖離はあると、こんなふうに思

っているところです。 

  それから、２点目の事務量、事務分担での不公

平感ということなんですけれども、今回組織の検

討をする中では、各部それぞれの職員で十分話し

合っていただいて、下からの積み上げ的な考え方

でやってまいります。それぞれの部の中で本庁、

支所それぞれを含めまして専門部会ということで、

多分係長クラス以上の方々が中心となって進めて

いただいたと思っていますけれども、各部の中で

いろいろ現状、これからに向けての検討をしてい

ただいて、それらを積み上げていったと、こうい

うことですので、職員の皆さんも個々にはいろい

ろ考えはあると思いますけれども、そういう中で

は集約された形で今回の組織立てができていくと、

こんなふうに思っています。 

  以上です。 
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○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 表現の中では極力とか

小限とかと言われますと、どのぐらいなのかなと

かはっきりしないですね。支所については、２カ

所とも20人程度減という形でくるわけであります

けれども、その分、本庁でやるということであり

ます。この20名減の中で、出先の窓口であれば、

現場の少数になった部分で事務量的なものも何と

かそこはカバーできるという、やはり減ってくれ

ば当然それを管理する、これは３番の方にも触れ

てくるんですけれども、やはりある程度しっかり

した課長というものを置かないと、これは大変に

なってくるんではないかと、こう思うわけです。

当然職員もスーパー的な職員を配置しないと、20

名減ったということはかなり大きなところではな

いかと、この辺のところをどんどん早く議会には

出せるくらいの、私は今回で質問したからこの辺

のところでぽんと出てくるのかなと期待をしたん

でありますけれども、この辺のところが出てこな

いのでは、全協あたりで出てくるのかなと、この

辺の考えしか私は浮かばないんですよ。前回もど

うも全協でこういうものが出てきたものですから、

その辺のところを踏まえて、やはりこういうもの

は早目にしっかりつくり上げていただきたいと、

こう思うわけであります。 

  先ほどの中に出てきました各課の１部１課とい

う中で出てくる、あるいは産業観光においては、

予算を２つに分けていくという。先ほど出ました

が、ちょっと触れてみたいんですけれども、農畜

産課というものができてくると。これは本庁にと

っては目玉なわけですね、産業という部分からこ

うなるのかなと。しかし、今、農畜産課、私が前

回立って、ここでモーモーバッチなんて質問した

ときよりも、現状としては厳しい状況下にあるん

ですよということは当然、執行部だからわかって

いると思うんですね。果たしてこれだけこの厳し

い状況下に来ている現状の中で、農畜産物課を分

けていいものかと。特にここに入ってくるには、

今度堆肥センター、今までこの部分というのは本

当にしわ寄せが来れば来るほどこの部分がだれも

利用したがらないということです。付加価値の部

分をそこでお願いするというものですから。そう

しますと、こうした部門というのを本庁に集約し

た中で、現場まで本当にこれが行き渡るのかなと

私は疑わしいんですね。特にここは酪農の日本一

だという形で来ていますので、こういう分散もあ

りといえばありなんですけれども、本来はこうい

う部門というのは、専門農協が牛乳を売る中でＰ

Ｒから何から全部これ一切とっているわけです。

その中で堆肥はどうしよう、あるいは宣伝効果は

どうしようという中で来ている部分が、いきなり

行政の方へお願いしますと来てしまっているから、

こういう課ができてくるのかなと私は思っちゃう

んですね。本来は農務サイドというのは、やはり

一本化でないと難しいんじゃないですか、私はそ

ういう考えです。これは、今回わかりませんが、

どういうふうな動きになるかというのも、よほど

スーパーな人間を入れておかないと、ここの部分

では本当にいい実績というのは上がってこないん

じゃないかなと、こう思うんです。 

  それから、ちょっとこの間もある方が交通安全

の協議会の表彰式があったということで、これも

本庁に集約して新たな課に今度なってくるという、

この交通安全とか安全協会など、そういう部署と

いうものは、やはり支所で現場サイドで初めて張

りついて何ぼという、何ぼという表現はおかしい

んですけれども、価値があるのかなと私らは思っ

てしまうんです。こうしたものがしっかり本庁で

できるんですか。現在もちょっと交通事故関係で

はここへ来て、先月から今月にまたいで死亡事故
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が多いので、警報も発令されますよという事態の

中で、やはり末端の支所、それに取り巻く自治体

のところへうまくこうしたものをＰＲしていかな

ければ難しい部分なのに、本庁に集約してこれが

できるんですかと。その辺のところをどうお考え

ですか。ここでできるという観点でよろしいです

か。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） いろいろ、ただいまお

話がありましたほかの中にも、市民とのかかわり、

いろいろな団体とのかかわり等々あるんですけれ

ども、それらを踏まえて、先ほど申しましたよう

にそれぞれの部内の中では協議をして、こういう

組織立てでいこうと、こういうことになっており

ますので、そういう部分での心配は本庁と支所の

連携の中で十分対応できるのではないかと、こん

なふうに私は考えています。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） これは、来年４月１日稼

働に向けてですから、当然この間にきちんとした

ものができて、あるいは職員もそこにうまく配置

をされ、教育がされて、支障のないように動かれ

るということであれば、何ら問題はないんではな

いかと。 

  ただ、今度は４月１日稼働になりますと、一番

後の問題でありますけれども、市民にどう影響

が出ないようにするかと、そこのところのＰＲを

いかに早くしてやっていくかと。お答えの中では、

広報なりホームページと。私、このホームページ

というのは11万5,000人の中で何名が開きますか

という話なんですよ。広報誌を何人見ますかとい

う話なんですね。であれば、車座談議であり、こ

れは自治会長の連絡協議会であり、この末端とな

る部分をしっかり執行部がここに出向いて、当然

のことながらＰＲをして、やはり末端にきちんと

周知をしないと、ここにしわ寄せが一気に来てし

まうんですから、この辺のところも、ただ答弁の

中で出てくる、要するに大まかなＰＲでは困るん

です。いかがですか、その辺のところは。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） お答えいたします。 

  今、お話がありましたことは当然のことですの

で、今後それぞれの部が関連する団体等々にも機

会あるごとにＰＲをしていただくと。 

  それから、市民の皆さんには、広報等申し上げ

ましたですけれども、私どもとしては、広報プラ

スある程度ダイジェスト的なもので家庭の中に残

しておけるといいますか、そのようなものも考え

ていきたいと、こんなことで市民の周知を十分に

図っていきたいというふうに考えています。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） ぜひその辺のところを完

全にしていただきたい。当然ながら、今まで出先

で受けていたものが本庁になるというのであれば、

関連機関、事業所あるいはそうしたものを利用す

る者にとっても、この辺のところはきちんと、こ

れは簡単にいくかと思うので、その辺のところも

周知をしていただきたい。 

  先ほども言いましたように、４月１日、私は分

庁なりの新たな課が起きる、あるいは再編される

という部分では、もう少し早く、年内にももう立

ち上げて、もうシミュレーションしてこうである

というものが見えてこないとまずいのではないか

と、これは本当につけ加えておきたいんですけれ

ども。 

  それと、こうした我々議会が一番先に知るべき

ところなんですけれども、なかなかそれが後手に

回っているというか、ちょっと遅い遅いというき

らいがありますので、その辺のところを早くクリ

アしていただいて、私ら議会サイドであれば議会
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サイドも、あるいは住民に周知する一番責務を負

うところでありますから、その辺のところに早く

お知らせを願いたい、こうつけ加えて次の項目に

いきたいと思います。 

  次は、３番に移るわけでありますけれども、駅

を起点とした中心市街地の活性ということでお伺

いをいたします。 

  １として、大店舗の商業施設等々ございます。

個々の店の魅力を引き出して、これとタイアップ

しなさいというか、何とか頑張っていただきたい

という旨の答弁なのかなと思うんですね。ここの

中で出てくるのは、やはり来年もう大店舗がオー

プンしてしまう。そうした中で、先ほどの答弁の

中では、今後は商工会等々と連携をとって、個人

の商店あるいはそうしたものと連携をとっていく

というので、これは間に合うんですか、来年度で。

この辺を簡単に、オープンは来年度だから、それ

にも連携していくと。もっともっとこれは真剣に

踏み込まないと、これ大手に全部とられてしまう

のではないかと思うんですけれども、その辺のと

ころはいかがですか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 議員ご指摘のよ

うに、商工会等とは何度か協議をいたしまして、

具体的な対策をということで検討してまいったわ

けでございますが、 終的には、とにかく地域密

着型でそれぞれの商店が頑張っていただくという

ことで、いわゆる大型店は大型店としてのやり方

というものがございますので、地域密着型で個性

を生かした形での事業の展開というものを考えて

いかざるを得ないと。具体的にはそれは何だとい

うことになるかと思うんですけれども、それらに

ついて現在、それぞれの持っている個性をどのよ

うな形で生かしていけるかということで、今、商

工会等と打ち合わせをしているというようなとこ

ろでございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 個々のものを引き出すた

めに、今現在、連携をとって進めているというの

でありますけれども、これはいつごろまでに見え

てきますか。もう来年度から大型店がオープンし

ますよ、どんどん。遅くありませんか。もう少し

早く、どの辺のペースでこの辺のところは進めら

れていますか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 具体的にどこの

店がいつまでというような工程表ができているわ

けではございません。ただし、大型店のもたらす

効果というものがございます。それはどういうこ

とかというと、まず雇用の拡大ということで、今

考えられているのは、大型店３店舗で1,200人か

ら1,400人の雇用が新たに生まれるということに

なりますと、雇用の拡大に伴いまして、今、市民

所得が低迷しているということもございます。特

に商工業においては、個人消費がむしろ幾分下が

っているような状況というのがございます。 

  それともう一つは、有効求人倍率というのが特

に県北が低い状況に置かれております。これらも

含めまして、個人消費の低迷を引っ張っているの

ではないかということもございまして、とにかく

市民所得の向上につながるような雇用の拡大とい

うふうな形で一つにはあるということでございま

すが、それらをどう個々の商店に引っ張り込むか

ということを考えているところでございますので、

今、検討中でございまして、具体的にいつまでと

いうことはお答えできませんので、ご了承いただ

きたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 
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○２０番（水戸 滋君） これはなかなか難しいで

すね、その辺のところですね。今、雇用を創出す

るから大型店はまたそれの魅力があると言います

けれども、1,200から千数百の雇用が生み出せる

と。それで考えが一つありますけれども、逆に大

型店舗の雇用というのは、時給1,000円か1,200円

で今、動いているんですね、高いところは。個人

あるいはこうした地場の観点からすると、とても

そこは使い切れない。逆効果という、これは相反

するところなんですね。逆に、大型店舗に賃金下

げてくれよと。それは大型店舗がもうかってしま

いますけれども、そうしたふうに両極端なものが

あるんですから、ただ単にここのところを重点的

に伸ばしていただきたいといっても、なかなか難

しいと思うんですけれども、その辺のところをぜ

ひよく考えて、どちらがメリットがあるか、大型

店舗で税金落としてくれて、固定資産は出るけれ

ども売り上げはみんな本社に行ってしまうという

のでは、これは困りますから、そうすれば、当然

中小零細は税金を払えなくなる、つぶれてしまう

ということまで考えられるんですね。そうした場

合には、これはどちらが得か、そんなものじゃな

いんですね。だから、よくその辺のところを踏ま

えて進めていただきたいなと。本当にこれは難し

いですけれども、だから、これをわざわざ第１番

目にこの駅前の顔となる部分での今現在、一番身

近な問題として考えられているのはここですよと

いうことで出してみました。 

  では、その次の西地区のまちづくり交付金事業

に入ってくるわけでありますけれども、基幹事業

というものは、もう大体おおむね遂行していると

いう話でございます。当然、来年度、平成20年度

には着工される部分もございます。 

  そうした中で、まず関連あるいは提案事業もそ

うですけれども、どのくらいのパーセンテージで

もう完了している部分ができてくるのかなという

ことをお尋ねします。 

  例えば、基幹産業とかは大まかにできていると

言うけれども、では、達成ではどのぐらいのとこ

ろを達成できているんですか。関連事業あるいは

提案事業ではどの辺のところまで今進んでいます

かという、比率的にはどうですか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） まず、基幹産業でござ

いますけれども、基幹産業につきましては、平成

19年度末の一応予想で申し上げますと、54.9％ほ

どの予定になってございます。 

  また、あと提案事業等につきましては、例年度

実施しております。これらにつきましても、やは

り56.1％程度にはなるというように考えておりま

す。 

  また、関連事業といたしましては、西大和地区

の再開発事業、それから国道400号の西那須野バ

イパス整備事業、それから人にやさしいまちづく

り事業のエレベーター設置というのはございます

が、その中におきまして、西大和地区再開発事業

につきましては、今年度末には着工という形には

なっております。それ等々を含めますと、来年度

完成というような計画にはなってございます。 

  それから、400号バイパスにつきましては、21

年３月を目標に今、整備が開通宣言しております

ので、そういったことを考えますと、ほぼ予定ど

おり進んでいるというような状況にございます。 

  あと、人にやさしいまちづくり事業でございま

すけれども、これにつきましては、今のところ東

口が終わっております。本年度西口が整備完了す

る予定になってございますので、そういった点で

は本年度終了というような形になるかというふう

に予定してございます。 

  以上でございます。 
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○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 進捗のパーセンテージは

ともかくとしても、進んでいくという状況下には

あると認識をするわけであります。 

  ここは、当然のことながら、県単事業の停車場

線あるいは石上線、石上線の方は先なものが今度

は停車場線が先という、これは県の方のこともあ

りますし地元のこともあります。こうした開発事

業あるいはこうしたものの地元の説明会、当然桜

通りなんかは地権者との懇談会、世話人との懇談

会等々ということで、こうしたものの進みぐあい

といいますか、そうしたものの公表といいますか、

我々議員はこの辺のところまで来ていますという

から、これはわかるんですけれども、地元の商店

街は世話人に任せればそれは聞けると。その利用

する地域へのこうしたものの公表の仕方といいま

すか、その辺のところでちょっと触れてみたいん

ですけれども、そういう観点からはどう取り扱っ

ていますか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 進捗状況のＰＲという

ことでございますけれども、こういったものにつ

きましては、先ごろ広報等にも載せてございます。

これにつきましては、西那須野駅の整備の状況と

いうことで、今後の予定とかを含めまして載せて

ございます。 

  また、そのほか、ＴＭＯにしなすのまちづくり

の事業会社がございますけれども、そういったと

ころについても、その中でこういった整備につき

ましても検討していただいているということもご

ざいますので、その状況についても報告をさせて

いただいております。 

  そういったことを含めまして、今後もう一度Ｐ

Ｒにつきましては、再度検討していきたいという

ふうに思っております。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） ぜひそうした地元へのＰ

Ｒというものもしていただければなと。その手段

の一つとして、こうした新聞の切り抜きをきょう

持ってきましたけれども、こうした報道機関にも

どんどん進捗状況とともに計画というものはどん

どん流して、これは那須塩原外からも利用して来

るわけでありますから、そうしたところにもどん

どんＰＲできるような体制の一つかなと私は思い

ますので、こうしたものを活用といいますか、こ

れはきょう新聞社の方も来ていますけれども、ぜ

ひそういうところへ提供して、取り上げていただ

くというのもこれは一つかなと思うので、その辺

のところも踏まえていただきたいと思います。 

  ⑵の方に今後ということで移っていきたいと思

いますけれども、西那須野の地区は中心市街活性

化、これは先ほど出ましたように10年間の国交省

の計画でございます。それでおおむね５年間のも

のが見えてきたということであります。今後、こ

の残事業を後期計画と私は申し上げましたけれど

も、これをどのようにしていくのかなという中で、

事業効果を検証しながら関連機関とという話が出

てきました。この事業効果というものをどこで見

て、あるいは関連機関というのはどういったとこ

ろを考えて今後検討というふうに入っていくのか、

お聞かせ願いたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 駅西地区のまちづくり

交付金事業の成果ということでございます。先ほ

ど議員からもお話がございましたように、中心市

街地の活性化計画の10年、その中には３年ででき

る事業、それから５年でできる事業、10年ででき

る事業というのを設定してございまして、その中

で５年間である程度できるものにつきましては、

まちづくり交付事業で実施をというようなことで
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進めてございます。 

  駅西地区のまちづくり交付金事業につきまして

は、平成17年度から21年までの５カ年計画で実施

しておりまして、まちづくり交付金事業につきま

しては、事業年度の 終年度に計画完了しない事

業も含めまして、事業の評価を行うこととしてお

ります。そういったことでございまして、その21

年度に評価を実施し、その事業の成果を踏まえた

今後のまちづくりの方策を作成することになって

おりますので、来年度あたりからその事業評価の

準備に入りまして、その中で事業の評価と精査を

実施していきたいというふうに考えております。 

  ですから、そういった今後のまちづくりの方策

を21年度に作成するという考えでおりますので、

その中で関係機関と一緒に県と国、それから指標

がございますので、そういったところを内部で検

討していきたいというように思っております。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 後の方がちょっと聞こ

えなかったんですけれども、それはともかくとし

まして、21年度の成果を見て後期の計画というこ

とでありますから、残事業についても、これは当

然申請することによって補助金の対象となってこ

の計画が進められると、こういう認識ですね。実

は、その第一次の那須塩原の総合計画で前期基本

計画の中に、重点事業として中央通りの整備ある

いは西口の広場、あるいは中心市街化の再開発事

業ということで、平成19年から23年までの重点事

業ということでこれがのってきています。その辺

のところをおきますと、21年以降の後期の計画も

この辺のところにはきちんと組み込まれているの

かなと私は理解するので、その部分はいかがなも

のでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 先ほど申し上げました

が、後期計画には、現在のところ振興計画、後期

計画の中には現在のせてございません。と申しま

すのは、先ほど申しましたように、平成21年度に

事業の精査、それからあと評価を行いますので、

そういった中にその結果を見て、それからのせる

というような考えでございます。途中変更とかご

ざいますので、そういった中で検討していくとい

うような考えでございます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 大変失礼しました。23年

というのは、これは完了しているのも含めてです

ね。それでありますと、先ほどの答弁の中でもあ

りましたように、きちんと精査をしていただいて、

後期計画にきちんとしたものを国交省なり県なり

に提示をしていただいて、この後進められるよう

に私は願いたいと思います。 

  途中で、せっかく今まで数十億かけてきたもの

が、途中で５年間だからといって切られますと、

やはり中途になってしまうというのが一番これは

むだなことではないかなと、こう思うのでありま

す。だから、その辺のところを踏まえてしっかり

事業も進んでいるようでありますので、地元のそ

うしたかかわる者としっかり連携をしながら、こ

のものを酌み上げていっていただければなと、こ

れを期待して、次の③の方に移りたいと思います。 

  ③は、以前はここの黒磯地区も中心市街化とい

うことで計画がなされましたけれども、なかなか

それが日の目を見ないといいますか、できなくて

きたわけでありますけれども、ここへ来て、商工

会関係の方々のお骨折りによって、やはりまたも

う一度という意見が上がってきたということであ

りますので、やはり何とかしたいということでご

ざいますので、その辺のところを先ほど伺ってお

りますけれども、あわせて、駅の中の大正・昭和
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のよき時代のレトロ調のものも生かしながらとい

うことがございますので、そうしたものをしっか

り踏まえていかなければならないかと思うんです

けれども、こうした事業というものは連携という

ものが大切だと思うんですけれども、こうした商

工会との連携の強化というものはどのように考え

ておられますか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 先ほどの市長答

弁にも出ていましたとおり、 初、観光協会で検

討していた、それから商工会が今、中心になって

準備委員会で始まったということでございまして、

私どもとしましても、黒磯駅前をどうするのかと

いうことで、先ほどの答弁にもありましたように、

那須温泉・板室温泉の玄関口としての比重が新幹

線の那須塩原駅の方にかなり移っていったという

このような状況を踏まえて、黒磯駅前をどうする

のかというものは、特に地元の方を中心として考

え、黒磯駅の持っている魅力は何なのかという部

分を市と関係者が一体となって、話し合いながら

それらを研究していきたいと、このように考えて

おります。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 当然のことながら、地元

の関係者との連携、先ほど言いましたようにそこ

が重要かと思うのであります。やはり魅力ある資

源を生かしていって、市長の答弁の中でも支援を

していきたいと。この支援というのは、どの程度

まで支援していただけるのかなと、そこに触れた

いと思うんですけれども、これはあくまでも連携

だけの支援なのか、それとも何かそのほかにこう

した支援の方策というものはございますか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） とりあえずは、

話し合いの中でどのような形で考えられるのかと

いうものをやっている中で、市としての支援はこ

ういう部分が出てくるのではないかと、そういう

ものは、その中でそれぞれの進む度合いに応じて

支援を考えていきたいと、このように考えます。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） これから連携の中での支

援を見出していくという、見えてくれば当然支援

をしていくという考えでよろしいですね。はい。 

  やはり、このグループの活動というものが商工

会の下部組織、駅前商店街の下部組織として当然

ながら活性化の委員会を立ち上げて、これを準備

会と先ほど市長の方がおっしゃっていましたけれ

ども、そうしたものが動いているという。もう一

度駅前を何とかしようという、これは西地区の西

那須あるいはこの後述べる那須塩原駅と同じよう

に、やはり私どもの市の顔となる部分、やはり３

つございます。やはり拠点エリアとしてこれは合

併当初からこの駅周辺というのはエリアでやると

いうものを持っていましたので、そうしたものを

しっかり支援をして、あるいは連携をしながらい

いものを見出して、市長の方は連携をとっていた

だきたい、こういうことを申し上げまして、次の

後の那須塩原駅に入りたいと思います。 

  那須塩原駅周辺の中身は、先ほど言われたとこ

ろでありますけれども、私は、西地区、北地区は

区画整理をされてきました。この事業は、道路あ

るいは下水道を整備して、あるいは先ほど出まし

た８ｍ道路を抜いて、優良商業地あるいは優良住

宅地を張りつかせるといいますか、そこへ持って

くるという話であります。 

  でも、完成した土地そのものは、これは個人な

んです。多くのところで駅前を再開発するときは

市が買い上げて、きちんとこういうものを描いて

きているというのが大部分なんですけれども、当
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市の場合、ちょっとアバウト的なもので、完成後

は市としては、この事業によってどれぐらいの商

店街でどれぐらいの住宅地を張りつけて、何人ぐ

らいを望めて、あるいはどのくらいの商店街であ

れば売り上げ、あるいは人を呼べるというものと

いうものは持っているんですか。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） 張りつけ人口の予定数

でございますけれども、計画時の人口は両地区合

わせまして約1,000人ほどでございます。そうい

ったものを西地区につきましては、一応4,000人

程度の張りつけを予定してございます。それから

あと、北地区につきましては、商業系になります

けれども、3,160人程度の計画で進めてございま

す。それに向かって、我々としては整備促進をし

ていきたいというように考えております。 

○議長（植木弘行君） 20番、水戸滋君。 

○２０番（水戸 滋君） 先ほど言いましたように、

本当にこれは個人の持ち物に張りつけていくわけ

でありますから、かなり大変でないかなと。もう

中央はちょっと経済的には下火の傾向の話も聞こ

えてきます。もう次年度はちょっと下降傾向では

ないかという中、これだけのものをやっていくわ

けでありますから、よほど早目に、もう来たいと

いう企業でも、都市景観条例で高さとか何か制限

がありますけれども、ある程度のものをしっかり

見出して、ここがこうであるというものを見出し

ていただきたいと、こう思うわけであります。 

  今回、医療から組織機構、今回のこうした駅前

の活性化についてお聞きをしたわけでありますけ

れども、どうしてもやはり我々議会サイドはわか

るけれども、一般住民に周知が遅過ぎるという、

これが難点かなと。やはり、我々にも早く示して

いただいて、見出せるものはあったかなと私は考

えますので、ぜひその辺のところを踏まえて、

我々もぜひ協力はする部分はありますから、そう

したことを考えて、執行部の方もぜひ早目にこう

した内容をお聞かせ願いたいと、これを望みまし

て代表質問を終わりたいと思います。ありがとう

ございました。 

○議長（植木弘行君） 以上で、未来21の会派代表

質問は終了いたしました。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◇ 若 松 東 征 君 

○議長（植木弘行君） 創生会代表、23番、若松東

征君。 

〔２３番 若松東征君登壇〕 

○２３番（若松東征君） 創生会代表質問を行いま

す。 

  那須塩原市の一体化について。 

  合併をされ、本年の12月で３年を迎えようとし

ております。言葉と活字は合併、合併と進んでお

りますが、全体11万5,000の市民の小さな声を吸

い上げてみれば、なかなか思うような合併がされ

たかどうかという形も聞けるわけでございます。 

  そこでお尋ねをしたいと思います。 

  合併後の旧３市の一体化・一体感を醸成するた

めに、全市を挙げてのイベント・お祭りはできな

いかどうか伺います。 

  ②でございますが、消防については、大田原市

は合併をし一本化したと聞いております。本市、

那須塩原市では、なかなか一本化が進まず、消防

団の通常点検は塩原、西那須、黒磯と３カ所でや

っているという状態が続いております。そんな中、

せめて消防訓練を一つでできないかどうかお伺い

いたします。 

  ③でございますが、21世紀を担う子どもたちの

健やかな成長は、すべての大人の切実な願いです。
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これまでの子育て支援や子どもの健全育成に関す

る多くの施策が実施されてきました。各地でも子

どもでグループの活動や子ども会活動、スポーツ

活動など、大人と子どもによる活発な活動が展開

されています。 

  しかしながら、本市においても、少子化と高齢

化、都市化の進行により核家族など、生活様式の

変化とともに子どもたちを取り巻く社会現状は大

きく変化しています。従来の家庭、学校、地域社

会の連携や協働という要素も次第に失われつつあ

り、子育て不安の増加や非行、いじめ、不登校な

ど、深刻な問題となってきております。今こそ地

域で子どもを育てるという視点に立つ地域社会づ

くりを目指し、子どもたちの夢と希望を描けるま

ちづくりに取り組むことはできないものでしょう

か。 

  そこで、３番の子どもの広場や子どもの交流が

できないかどうかお伺いいたします。 

  続きまして、大きな２、自然共生の農林業政策

について伺います。 

  地球上には、約3,000万種類もの生物が生存す

る。40億年前という長い月日の流れの中で、さま

ざまな生物が滅びては生まれるという営みを繰り

返してきた結果の蓄積であると思います。だが、

現在は、地球史上で屈指の大量絶滅事態となって

いる。地球温暖化と同時に、人間の過剰な活動に

起因する現象だと思います。生物種の急速に減り

続ける生態系は、単純化に向かい不安定になって、

やがては人類の存在も脅かされるようになる。地

球の生命圏の持続には、生物の多様性が不可欠な

ようだと思います。国際条約に基づいて策定され、

ほぼ５年ごとに見直しが行われる新しい生物多様

性国家戦略が決まったことだと思います。中央環

境審議会などの討議で練られた第三次戦略である

国民の意識を生物多様性の大切さに向け、効果を

加速するための意欲的なプランが組み込まれてい

ることを評価したいと思います。 

  施策の一部について、今後の行動計画に数値目

標を加えたことも注目点の一つであると思います。

新潟県佐渡市のトキは、平成27年ごろには60羽の

野生復帰を目指す。鹿児島県奄美大島では、奄美

のクロウサギを脅かす外来流入種のジャワマング

ースは26年までに完全排除の計画だ。沿岸の海で

は、24年までに5,000haに及ぶ藻場、干潟の保全

と再生に力を入れることとなっていると聞いてお

ります。 

  全国２万3,000校の小学校で、農山漁村に１週

間程度宿泊滞在させ、自然体験を深めるプロジェ

クトも立ち上げされました。今後５年で受け入れ

態勢の整備を求めるという、人の手による管理が

必要な里山、里海の保全にも役立つ試みが大いに

期待されるところであります。 

  今後の第三次戦略は、地球温暖化が世界や日本

列島の生物多様性に及ぼす影響についても触れて

いる。昆虫や魚類の生息域の変化は既にあらわれ

始めている。国の対応は後手に回りつつあるが、

考えがある。継続的な調査を可能にする観測強化

が急がれるところであります。地球の温暖化防止

と生物の多様性保全は、かなりの部分で表裏一体

の関係にある。地球環境は、この面から見詰める

視点が必要だと思います。豊かな自然は、人の心

と文化をはぐくむ力を持っている。生物の重要性

を21世紀のキーワードの一つとして定着させたい

と思うわけであります。 

  ここで、質問に入らせていただきます。 

  ①生物多様性保全の視点に立って、生物生息調

査を実施する考えがあるかどうかお伺いいたしま

す。 

  ②農産物の安全性の視点から、農薬・化学肥料

の使用削減の考えがあるかどうかお伺いいたしま
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す。 

  ③児童生徒の環境教育の一環として、児童生徒

による広葉樹の植栽や公募による植栽運動を行う

考えはないかお伺いいたします。 

  ④育英用地・施設の利用について、市内全小中

学校の児童生徒が１年間に１回か２回宿泊して、

環境について学習を行う施設にしてはどうかお伺

いいたします。また、隣接農地を含めた広域的な

自然農業学習を行うために施策を展開してはどう

かお伺いいたします。 

  ⑤広域的自然農業の見地から、青木地区におけ

る農林業地（例えば競売国有地を含めて）の利用

促進の考えをお伺いいたします。 

  ⑥自然と共生する農業（農場）基本計画の策定

についての考えをお伺いいたします。 

  これで会派代表質問の１回目を終わります。よ

ろしく答弁のほどお願いいたします。 

○議長（植木弘行君） ここで昼食のため休憩いた

します。 

  午後１時、会議を再開いたします。 

 

休憩 午後 零時０５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  23番、若松東征君の質問に対し、答弁を求めま

す。 

  市長。 

○市長（栗川 仁君） 創生会、23番、若松東征議

員の会派代表質問にお答えをいたします。 

  まず、１番の那須塩原市の一体化についてお答

えをいたします。 

  議会の一般質問で何度か一体化・一体感を醸成

するためのイベントやお祭りについてお尋ねがご

ざいました。同じようなイベントは、できるだけ

統合の方向で検討を加えていくことにしておりま

すが、お祭りは、それぞれの歴史や背景にあるさ

まざまな団体等とのかかわりから、全市を挙げて

というのは大変難しい実情にあります。当面は、

地域に配慮しながら、より多くの市民の交流が図

れるお祭りになるよう努めてまいりたいと考えて

おります。 

  次に、２の消防訓練を一つにできないかという

ご質問にお答えをいたします。 

  本市には、黒磯消防団、西那須野消防団、塩原

消防団の３つの消防団が組織をされており、それ

ぞれの消防団において、点検や訓練などの事業実

施をいたしております。主なものといたしまして

は、通常点検、操法競技会、消防まつりなどがあ

り、また、訓練につきましては、黒磯消防団は水

防訓練、西那須野消防団は消防総合訓練、塩原消

防団はホテル・旅館等防災訓練及び箒根地区消防

訓練を行っており、それぞれの地域の実情に応じ

目的を掲げ、対応をしているところであります。 

  さらに、これらの消防団の連絡調整や大規模災

害等に対応する目的で、連合消防団が組織をされ

ており、それぞれの消防団の連携強化に努めてお

ります。 

  この３つの消防団を合計いたしますと、12分団

73部となります。これらの消防団の点検や訓練を

一堂に会して行うことは、目的や場所などの問題

もありますので、当面、現在の形で行っていきた

いと考えております。 

  次に、③についてお答えをいたします。 

  本市においては、市内の小学生を対象とした洋

上学習事業や新座市との交流事業、かるた大会や

博物館子ども体験教室、スポーツ事業として小学

生の駅伝大会や水泳大会、また中学生を対象とい
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たしました中学生海外派遣事業や、駅伝大会等を

通して交流をしているところであります。さらに、

民間主体の交流事業を行っているところでもあり

ます。 

  次に、２の自然共生の農林業政策についての①

生物多様性保全の視点に立って、生物生息調査を

実施する考えがあるかとのご質問にお答えをいた

します。 

  本市では、恵まれた自然環境を守り、次世代へ

引き継ぐため、自然と共生した地域づくりを推進

いたしております。 

  このような中で、本市においては、農地や農業

用水、農村環境の資源を適切に保全していくとい

う観点から、市内の34地区において農地・水・環

境保全向上対策事業に取り組んでいるところであ

ります。生物生息調査につきましては、この事業

における必須項目であることから、事業に取り組

んでいる全地域において実施をしております。 

  次に、②農産物の安全性の視点から、農薬・化

学肥料の使用削減の考えがあるかとのご質問にお

答えをいたします。 

  農業には、食料を供給する機能のほかに、国土

や自然環境を保全するなど多くの機能があります。

農産物の安全性を高めるとともに、農地を含めた

環境を保全していくためには、農薬や化学肥料の

使用を少しでも減らし、より安全・安心な農業を

推進していく必要があると考えております。 

  本市内における取り組みといたしましては、Ｊ

Ａなすのが安全で安心な農産物として使用農薬16

成分以内の低農薬による米づくりを推進しており、

平成20年度からは12成分内の実施を予定しており

ます。 

  また、ＪＡなすののどてはら会による使用農薬

８成分以内の安心基準米や、那須アイガモ研究会

によるアイガモを利用した特別栽培米の生産など

も行われております。 

  さらに、本市では、農地・水・環境保全向上対

策事業において、農薬や化学肥料の大幅低減など

の環境にやさしい先進的な営農活動に対する支援

を行っております。 

  次に、③児童生徒の環境教育の一環として、児

童生徒による広葉樹の植林や公募による植栽運動

についてお答えをいたします。 

  近年、森林の減少や地球温暖化など生活環境の

悪化により、森林の大切さが叫ばれている中、次

世代を担う子どもたちに対する環境教育は、重要

であると考えております。現在、市内では、11の

小学校において緑の少年団が結成され、緑化活動

を行っております。 

  また、公募による植栽運動につきましては、予

定はございません。 

  続きまして、④の育英用地及び施設の利用につ

いてお尋ねがありましたので、お答えをいたしま

す。 

  10月25日に無償譲渡契約を結び、学校法人仙台

育英学園那須研修センターの用地及び施設が市の

財産となりました。施設の概要として、用地面積

は17万9,096㎡、建物は管理棟、体育館を初め16

棟で、総床面積2,835.82㎡であります。用地及び

施設の活用方針は、９月の議員全員協議会でお示

しをした３つの方針のとおり、体育施設、とりわ

けサッカー専用場として活用することといたして

おります。これは、受け入れの際、仙台育英学園

と市が利活用について確認をした事項であり、少

なくともこの目的は果たしていかなければならな

いと考えております。 

  したがいまして、今後、 大限に現況を活用し

た整備計画を立て、施設全体をサッカー専用施設

として市民のサッカーの場、さらには市外からの

サッカー合宿等の受け入れの場として提供してい
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きたいと考えております。 

  また、整備計画につきましては、20年度は整備

のための調査・設計を行い、21年度から順次整備

を進めていきたいと考えております。 

  なお、来年度の施設利用につきましては、年度

末を目途に検討してまいります。 

  次に、⑤広域的自然農業の見地からの青木地区

における農林用地の利用促進と、⑥自然と共生す

る農業（農場）基本計画の策定についてお答えを

いたします。 

  青木地区全体を見た場合、那須野ヶ原の広大な

土地と豊かな水を利用し、乳牛の飼料となる牧草

栽培や水稲栽培が盛んに行われております。また、

山林につきましては、植林による用材林と雑木林

となっております。 

  このようなことから、青木地区の農業は、自然

と共生した農業が行われていると考えております。

また、青木地区の634haを初め、市内の3,400haの

農地において豊かな景観や多様な生態系などの自

然環境を保全するため、先ほど申し上げました農

地・水・環境保全向上対策事業が行われ、自然と

共生した農業が行われていると考えております。

このようなことから、ご提案の自然と共生する農

業（農場）基本計画策定の予定はございません。 

  以上、お答えといたします。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 答弁ありがとうございま

す。 

  那須塩原市の一体化について、２回目の質問を

させていただきたいと思います。 

  先ほどの市長答弁によりますと、①の合併の問

題については、当面現状のままで進んでいきたい

という話が聞かれたと思います。ちょっと調べて

みますと、大きなお祭りというか、大体主なお祭

りが20以上あるのかなと思います。その中で、も

っとメーン的なもの、塩原の温泉まつりとか那須

野ふるさと花火大会、それから、那須野巻狩まつ

り、西那須野のふれあいまつりと開墾祭とかとい

う形の中で、何か大きなのを一つのメーンとして

一つの会場でやれるような施策はできないかどう

か、もう一度お尋ねしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） お答えいたします。 

  お祭りの一体化等の考え方につきましては、先

ほど市長が答弁申し上げたとおりです。一つの会

場でというようなことなんですけれども、それぞ

れ先ほど市長が申しておりましたように、いろい

ろな背景がありまして、なかなか難しいのではな

いかと、このように考えています。 

  ただ、できるだけ同じようなイベントは統合で

きるように努力するとともに、それぞれのお祭り

に多くの市民が那須塩原市民として参加をしてい

ただけるように、いろいろ努力をしていきたいと、

こんなふうに考えております。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） １番の件なんですけれど

も、納得かなとは思うんですけれども、たまたま

花火大会にすると多分上に上がるものですから、

大体中心でやればかなり塩原も西那須も黒磯も見

られるのかなと。今現在、やられているのが河畔

公園の低いところでやっていると。どちらかとい

うと那須町に近い方で、中心ではないというよう

な感じもしますし、だから、その辺も踏まえた考

えをすると、少しずつでも一体感が出てくるのか

なと思います。ただ、我々議員としては、一応招

待もあるし行ってみようかという形で動いていま

すけれども、果たして11万5,000の人口の中で、

それぞれの地域からそういうものが自然に到達し

ていくまでかなり時間がかかるような気がします。 

  そんな中で、例えばの話が、先ほどは花火大会
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のことは言いましたけれども、巻狩まつりの発祥

というか、立ち上げたときには、何か鎌倉の方か

ら火種を持ってきたかなと思うんですけれども、

ちょっと間違っているかどうかわからないですけ

れども、それをこちらに点火してやったのかなと

思うような気もするんですけれども、それを一つ

の塩原の何とかのまつりとか、西那須野まつりと

か黒磯の祭りのときに、そういう一つの火を一体

化して、こういうものがあるんだよというもので

やっていける可能性もあるのかなと思うんです。 

  ただ漠然と合併してそのままの状態で、確かに

地域というのはいいと思いますけれども、もう少

し一体化した大きなものを立ち上げても観光にも

いいのかなという気がするんですけれども、その

点はどうなんでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） お答えします。 

  若松議員がご指摘のように、今も鶴岡八幡宮か

ら採火して、火を持ってきてやっております。点

火式ということで、巻狩鍋10個に対する点火の際

は、その火を使用しております。これらを西那須

野、塩原にも使えないかというご質問かと思いま

すが、それぞれ祭りの趣旨がありますので、それ

らと一致するのかどうかというものを考えてみま

せんと、ただ単純に持っていけばいいという話に

はならないかと思いますが、それらについては、

ちょっと研究してみたいと思います。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） ぜひその辺、検討してい

ただきたいなと思います。我々議員として全体的

に動いていると、そんな祭りがあったのとか、そ

うだったのというぐらいな市民の感覚というか、

認識がそのぐらいなものも多いのかなと思いまし

て、それを少しずつ一体化していくのも今後の合

併した意義があるし、また大きなものにしていけ

ば、観光にも役立つのかなと思うような気がしま

す。ぜひその点をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  続きまして、②に移らせていただきます。 

  消防関係なんですけれども、市長の答弁どおり、

さすがに73ですか、大変だと思います。ただ、規

模は違うかもしれないけれども、大田原の方でや

ったといううわさがあったんですけれども、その

辺の何かありましたらお聞かせ願いたいと思うん

ですけれども。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  大田原市の消防団につきましては、合併後、消

防団も統合いたしまして、13分団の55部ございま

す。これが本年度からポンプ操法競技会、あるい

は通常点検を一堂に会して実施したというところ

でございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 大田原が13分団の55部、

那須塩原が12分団の73部ということで、可能なこ

とがあるのかなと思うんですけれども、お互いに

競う意味からも、一括してやればそれぞれに切磋

琢磨し、いろいろな点で地域性も解けて、一体感

に進むのかなと思います。 

  それと、前に一般質問でも私、言いましたけれ

ども、せっかくのこういう操法競技とかいろいろ

なことをやるのに、学生を対象に学校の教育の一

環として、そういうものも視野に入れて考えてみ

てはどうかと思うんですけれども、その点はどう

でしょうか。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  まず、大田原市が55部で一堂に会して実施をし
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たということは、団が大田原消防団として統合さ

れているわけですから、当然のことながら一堂に

会して実施するわけです。本市の場合は、消防団

の統合につきましては、団の自主性を尊重すると

いうことで、行政が関与して統合に向けるという

考えは現在のところ持っておりません。というこ

とで、点検を受ける立場として、団長が３人存在

するわけですし、どういう順番でどういう形でや

っていくかということになりますと、1,000人近

い団員が73の消防ポンプ車と一緒に点検を受ける

となると、物理的にもなかなか難しい問題がござ

います。そういうことを考えますと、今後の中で

消防団の出方といいますか、考え方を協議してい

くと、そういうことになるかと思います。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 人員的にも難しいという

答弁でございますけれども、聞くところによりま

すと、あと２年後ですか、栃木県全体の消防訓練

が那須塩原地域で行われるというようなことが耳

に入ったものですから、そういうものを含めると、

そういう場所も可能なのかなと思うんですけれど

も、全体が来るということは、かなりの、そうで

はないんですか。人数になって車もあれなのかな

と思うんで、その点と比較対照すると、だんだん

そういうところも見つかり、前に進むのかなとは

思うんですけれども、その点どうでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えします。 

  ただいま議員おっしゃられたように、平成21年

度に栃木県との共催による消防防災訓練が本市が

割り当てといいますか、順番が回ってくるという

ことで、今そういった準備をしているところです

けれども、それはそういうことで、当然場所の確

保、消防防災訓練ですから、実際昨年、矢板市で

行った状況を見てきますと、かなり大きな敷地と

大規模な参加者の動員といいますか、相当な参加

者の人数も必要になってくるということで、場所

的にもかなりのスペースが必要だということです。

ただ、場所が広い、小さいということだけではな

くて、それと話を別にして、点検の場合は、市長

から点検を受ける消防団が３つございます。それ

は、当然ポンプ操法などによっても採点者が大田

原地区の広域消防、あるいは黒磯・那須地区の広

域消防のところに採点者等の人員の問題もござい

ますので、そういったトータル的なものを考える

と、なかなか軽々には答えが出ないというのが現

状でございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 総務部長の答弁でなかな

か難しいということで、そういう方向に向けて努

力していただきたいと思います。 

  それから、これは、教育長にちょっとお尋ねし

たいんですけれども、そういうすばらしい訓練と

か総点検とかというものを全校生を一遍に移動と

いうのは難しいかもしれないですけれども、何ら

かのローテーションでそういうものも見学させな

がらいくのも、一つのこれからのボランティア教

育とか、それから将来の自分の夢とかが育つよう

な気がするんですけれども、その辺、教育長どう

でしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの質問ですが、

小学校の郷土の学習という副読本の中で、各学校

で小学校の時点で、消防訓練について及び消防団

活動についての学習を進めているところでござい

ます。 

  教育委員会としましては、ただいまのような質

問に対して、全校規模でやるというふうなところ
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は、今のところ考えてはおりません。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 今のところ考えていない

と。たまたまそういう現地に参加してみますと、

やはり子どもたちの夢というものは、そういうも

のを見ながら育っていくのかなと思います。とか

く今の子どもたちはゲーム、それから家の中、外

に出る機会もないし、何か魅力のあるものに向け

てやはり将来の夢とか希望とか、大きくなったら

こういうことをやりたいという、大変実践的な勉

強になると思うのですけれども、その辺も検討課

題に置いてもらいたいと思います。ぜひ、全校と

いうよりも試験的にやってもいいのかな思うんで

す。そんな形で、その辺は要望としてお願いして

おきます。これで消防の方は終わらせていただき

ます。 

  続きまして、３番に入らせていただきます。 

  子どもの広場ということで、先ほど市長の方か

ら答弁がありまして、交流はやっているというこ

とでありますけれども、とかく今、子どもたちが

何の目的で、どのような形でそういうところに行

くのか。例えば、西那須野開墾祭か何かには、全

小学生が何年生か知らないけれども、集まった経

験があるのかどうかわからないんですけれども、

その辺何か、正式にどのぐらいの形で集まって、

どういう行事をやって、その成果などがちょっと

聞きたいなと思うんですけれども、その辺よろし

くお願いします。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） 成果といいますか、実

績を申し上げたいと思います。 

  開墾記念祭につきましては、全校の小学校６年

生全員、西那須野烏ヶ森の公園の方に集まると、

こういうことで人数は1,250人であります。 

  あと、主なものを申し上げますと、洋上学習は、

小学６年生を対象にしまして、当市内の６年生80

人を対象にして実施をしております。 

  そのほか、大きいもので申し上げますと、小学

校の駅伝大会が先日もありましたけれども、25校

全校から540人の参加を見ております。この参加

という意味は、選手ということでございますので、

周りの応援は当然もっと来ておるということです。 

  あと、市内の駅伝大会、これは中学校でござい

ますけれども、これも10校から306人の選手が出

ておると、こういう実績でございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 参加人数と学年はお答え

いただいたんですけれども、そうすると、参加は

例えば西那須野のお祭りに参加1,250人、聞いて

みるとすばらしいなと思う。その内容なんですけ

れども、どのようなことをやって、どのような成

果が上がっているのだか、また、ここにかかわる

費用ですか、それがもしわかりましたら。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） もちろん６年生を集め

るということでございますので、当然学校で事前

の勉強をして、そこに集まって開墾の先人の遺功

をたたえると、こういうことでございます。 

  あと費用につきましては、ちょっと今、手元に

資料がございませんので、後で答弁させていただ

きたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） なぜ聞いたかというと、

質問内容が私ども会派では子どもの広場というこ

とで、実際に市長から答弁がありました、こうい

うこともやっているよということも今、部長から

も補足されました。その中で、問題は結果だと思

うんです。集めました、費用がかかりました。じ
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ゃ、果たして子どもたちにいいか悪いか、そこに

やはり目が行かなくてはだめなのかなと思います。 

  そこで、ちょっと教育長にお尋ねをしたいんで

すけれども、今現在、子ども自身が非常に変わっ

ていると思うんです。その辺がちょっとどうなの

かなと思うのと、あと、子どもの環境の変化、そ

の辺が何かつかめましたら。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） ただいまの質問にお答え

します。 

  まず、開墾記念祭は、合併当時は西那須野地区

だったんですが、昨年度から市内の全25校の小学

校の６年生対象にということで、この内容に関し

ましては、意見の発表、それから郷土の伝統芸能

の発表を聞く、そして、各地区の代表が水と開拓、

それから生きることについての意見発表をして、

それを全小学生が聞くという、そういう内容でご

ざいました。 

  それから、新座市との交流、これは、やはり市

内の全小学校五、六年生を対象に、その学校の代

表を集めまして、そして、その中で班編成を行い

まして、西那須野地区、塩原地区、そして黒磯地

区と、それを均等に割り振り、そしてその中で新

座との交流の中でお互いの主張の特徴をとらえた、

そういう交流を深めると。その後、終わった後は、

その班の代表がそれぞれを発表し合い、その感想

の中でその行事の結果を踏まえております。 

  私どものその 初から 後まで参加しておるわ

けなんですが、その中での子どもの成果というの

は、確かなものがあるというふうに確認しており

ます。 

  ですので、子どもを取り巻く環境で今、ゲーム

とかいろいろな環境、おもちゃ、それから遊びに

変わってくるという、そういうとらえ方をどう考

えているかということだったのですが、場面を幾

つか想定しまして、洋上学習であれば、やはりこ

れも市内全小学校から選んでおりまして、活動の

場所を北海道に移します。その間、船旅を通して、

寝食をともにしながら、子どもたちの交流を深め

ると。それを冊子にして各学校に配り、その発表

を各学校に任せると。この中で確かな成果は期待

できているんではないかと、私自身はそんなふう

に思っているところでございます。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 期待をするということで

すので、では、私ども会派としては、子どもたち

を全体的に集めて、そこで交流させて、そういう

ものが一つのねらいなのであります。その中で、

一つ今の現状を言わせてもらうと、ここに一つの

あれがあるんですけれども、大人社会の影響とい

うことで、こういうのは我々にも責任があるのか

なと思うんです。子どもは、大人社会の鏡と言わ

れています。子どもは、生まれたときから、周り

の自然や人間とコミュニケーションをとろうとす

る力が加わっており、豊かな自然環境、文化、人

との触れ合いなどにより健全に成長するものです。

子どもの問題行動が起こるとすれば、それは大人

社会そのものに問題があると言わなければなりま

せん。社会は、高度成長時代からバブル破壊、そ

して高度情報社会により核家族化の進行とともに、

生活様式や生活意識も変わってきています。 

  そして、このような社会変化の中で育ってきた

大人たちも、地域社会の連帯や協働という体験が

薄れ、自分の子どもたちに伝えることができなく

なってきました。また、大人社会が今目指す理念

の不透明さとともに、大人自身のモラル低下も見

逃すことはできません。 

  このような大人社会の一面が子どもの成長発達

の土台を取り崩しているということを、大人自身

も認識しなくてはならないということを抱えてお
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りますけれども、私らがなぜ会派でそれに力を入

れているかということは、いろいろな形の子ども

たちが年齢別でもいいです、そういう子どもが一

堂に集まって、子どもたちが自分で自分の広場を

考える。今現在、起こされているのが、ほとんど

大人が企画して、行政が企画して、また、役所で

企画して、時間だけ過ぎればいいという形のもの

では、本当の子どもが育っていくのかなと。いろ

いろな仲間がいて、そこで交じり合って、体験し

て勉強していくのかなと思います。そんな形の中

に、どうかこの広場というものを大きく取り上げ

てもらいたいと思うんです。 

  なぜならば、私も今のところ正直言って、体験

学習に毎週歩いています。今度は鍋掛公民館に行

きますけれども、それが終わると高林公民館に行

きますけれども、子どもの目は違います。それで、

感動したことがあります。おとといですか、子ど

もがお父さんとお母さんと300円持ってきました。

これは、僕のお小遣いです。すごくいいことを教

えてもらった。それは、１つの広場があるから、

そこでうちのメンバーとか地域の人、公民館の方

が集まっていろいろなことが教えたんだと思う。

そういう大切なものを小さいうちにやはりやって

いかなければ、例えばちょっと元気のいい暴走族

とか、登校拒否とか、いろいろな子とつき合って

います。すると、大人は口では言うけれども実行

してくれないんだと。実行力と、また一緒になっ

て考えること、そういうものが１つの広場にあれ

ば、また違うものがあるような気がします。 

  時間が余りないので、これは要望で終わりたい

と思うんですけれども、もう一つ、以前に水沢市

に視察に行ったことがあります。それは、違う意

味の子どもの居場所づくりということなんですけ

れども、この子どもの居場所を広場にかえてもい

いんじゃないかなと。そんなにお金のかかるもの

でもないし。何のためにいろいろなボランティア

があるのかなと、そういうものに呼びかけながら、

力をかりてやることが一つのあれかと思います。 

  こんなことがあったんです。子どもの減少によ

る過保護、家族一人一人が家庭以外の生活が忙し

くなり、家族の絆が弱まったために、少年の非行

増加や悪質化などが挙げられる中、やはりそうい

う広場を子どもたちが提案して、子どもとともに

つくっていってもらいたいと思うんですけれども、

その点は教育長、どうでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 教育長。 

○教育長（井上敏和君） お答えします。 

  確かに、青少年を取り巻く環境が劣悪になりつ

つあり、悲惨な事件・事故の報道等もありますが、

まず、基本的に子どもたちは純粋に生活している

というふうに、私ども教育委員会としては考えて

おります。 

  まず、少子化に伴いまして子どもの数が減って

おりますけれども、現実には小学校６年生だけで

1,250人、掛ける６学年にしましても約7,000人ぐ

らいの子どもが小学校におります。それを一堂に

会する子どもの広場というのは、まずは物理的に

不可能だということで、先ほど考えておりません

というふうに言ったんですけれども、子どもの体

験する、大人が用意する、そういう行事ばかりで

なくて、物理的に不可能なものを可能にするため

に、各学校ではやはり行事を企画した上で、この

那須地区、特に那須塩原市の豊富なそういう子ど

もに関連する施設がありますので、そういうもの

を通しながら、各学校で自主的に子どもたちの企

画による体験活動等をどんどん取り入れているの

が今の学校現場の実情でございますので、今、ど

んどんそういうふうなのが育っていると思います。 

  私自身も田んぼの学校というふうなのに参加し

まして、今、若松議員さんも自分でも地元の方で
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そういう子どもたちを集めながら、大人のボラン

ティア、それから関係団体と協力しながらやって

いるという中で、やはり今、西那須野地区でもそ

ういうのをやっているところですけれども、それ

がだんだんと口コミ及びその関係の大人の人、ボ

ランティアの宣伝で他地区にも広がっていくと。

やはりそういう広がりと可能性、そして子どもの

実践場所を探せるような、そういう環境を私ども

でつくっていければ、若松議員さんのお答えにな

るのかなと、こんなふうに思っています。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 先ほど答弁を保留して

おりました、開墾記念祭の予算関係でございます

けれども、平成19年度は390万円を実行委員会の

方に交付してございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 23番、若松東征君。 

○２３番（若松東征君） 390万円ですね、わかり

ました。 

  教育長、ありがとうございました。 

  一応、何とか大きく考えるのもいいかもしれな

いけれども、いろいろな形で子ども中心の形のも

のをしていけたらなというのが私らの要望でござ

います。子どもが主役ということで、子どもがみ

ずから学び、考え、行動する。大人はサポート役、

大人が学び、協働し、子どもを支える。行政は、

縁の下の力持ち、ネットワークづくりをしてもら

いたいというようなことも書いてはあるんですけ

れども、こんな形でぜひ子ども広場ということを

念頭に置いて、少しでも協力していただきたいと、

我々も協力します。ここで、大きな１番の一体感

については終わります。 

  続きまして、２番の自然共生の農林業政策につ

いては、玉野議員より質問させます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 以上で、23番、若松東征君

の会派代表質問は終了いたしました。 

  次に、関連質問を許します。 

  14番、玉野宏君。 

○１４番（玉野 宏君） 午前中、水戸議員の方か

ら駅前の顔ということと、それからアウトレット

の話がございましたが、私もこれをベースにして、

この那須塩原市の潜在力というものを築いていき

たいなと思っています。 

  アウトレットの計画は来年の夏でございますが、

この店舗の名称が「那須ガーデンアウトレット」

となっております。これは、那須地域の特性を意

識してガーデンという名前をつけたのではないか

と思っております。 

  一方、この出店計画によって、市内の小売店、

飲食店は、平日の売り上げは20％は減るだろうと。

また、土曜日曜、祝祭日の売り上げは、50％を割

るだろうという、非常に危機感を持っております。 

○議長（植木弘行君） 玉野宏議員に申し上げます。 

  質問の趣旨をはっきり理解して質問をいただき

たいと思います。 

○１４番（玉野 宏君） この質問のために、この

町のどういうことなのかということをまず述べた

かったんです。 

○議長（植木弘行君） 先ほど、市長が第１回目の

答弁をしておりますが、その答弁に対して再質問

になると思います。質問から入ってください。 

○１４番（玉野 宏君） まず、市長の答弁で、青

木、育英の跡地については、そのような答弁がご

ざいましたけれども、サッカー場をつくっていく

ということだと思いますが、青木地域は、産廃業

の集中した場所でございます。それをもってする

と、青木の地は自然共生の場所という形でアピー

ルできればなということを考えております。その
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ためには、育英の敷地の前には約８haの道の駅が

ございます。それから、育英は18弱でしょうか、

の土地があります。それと、⑤にもなりますが、

やや育英の土地から下がって下に十字路がござい

ますけれども、十字路のところの敷地に公売の看

板が立っております。その土地は、18町歩ござい

ます。この土地を合計しますと大変広い場所です

けれども、まず、５番目の競売国有地がございま

すけれども、その経過と、何か考えがございまし

たらお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  ただいま玉野議員からご紹介がありました、

18haほどの公売地につきましては、場所について

は承知しておりますけれども、競売についての市

としての対応は、特別現在のところ考えておりま

せん。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 14番、玉野宏君。 

○１４番（玉野 宏君） この土地は、18haほどご

ざいますが、競売はきょうから約１週間なんです

ね。３億4,700万円と出ております。これは相当

広い場所でありますし、青木の歴史的な背景から

見ますと、ここが第三者、そういうことは考えた

くはないんですけれども、産廃の方とか、那須塩

原が考えている安心・安全、それから自然という

ことにややもするとそぐわない方の競売参加と落

札があると困るなと思っております。 

  先ほど述べましたけれども、道の駅、育英の敷

地、この３点をまとめますと、青木は新しい歴史

の地図がかけるんじゃないかなと思っております

もので、再度、この土地をどういうふうに使うか

ということが考えられるのであればお聞きしたい

んですが。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 土地利用の問題もある

んですけれども、競売にかかっているということ

で、国が多分やっているんだと思います。市とし

ては、現在のところ、先ほど総務部長が申し上げ

ましたように、買うとかという意思はないので、

別段考えていないということです。 

  ただ、土地利用面から言いますと、いろいろ考

え方はあるかと思いますけれども、青木の今度の

仙台育英学園の用地、それを含めた周辺について

も、現在のままでも十分自然と共生した形で利用

ができるのではないかなと、こんなふうに思って

います。 

○議長（植木弘行君） 14番、玉野宏君。 

○１４番（玉野 宏君） 現在のままでもというこ

とでございますが、端的に今回のアウトレットの

進出がございます。これは、やはりガーデンアウ

トレットという名前をつけたように、那須の自然

に対する魅力を感じて出てきておると思います。

ここに進出した考えは、２つの考えがありますけ

れども、いかに市場化をするかということで進出

していると思います。 

  私は、アダム・スミスという人が好きなんです

けれども、彼は、本の中に国富論という古典です

が、この中に価値が２つあると言っております。

１つの価値は使用価値、もう一つの価値は交換価

値だと言っているんです。例で例えますけれども、

水は人間生活にとり不可欠です。使用価値がとて

も高いですが、交換価値はゼロに近い。これに対

して、ダイヤモンドとなりますと、使用価値は極

めて限られていますが、交換価値は非常に大きく

なります。１つ目の価値・バリューは、人間欲求

の対象として、それ自体において価値を有するも

のです。もう一つの価値とは、市場化され、価格
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換算の可能なものを言います。前者の範囲は、そ

れこそ森羅万象を含むととても広いもので、物財

や人的サービスだけでなく、自然継承や野生動植

物種までも含まれます。一方、後者の範囲は、も

っと狭く、前者の一部だけをカバーするのでしか

ありませんが、人類の歴史の上で、その範囲は拡

張されてきました。 

  実のところ、この拡張の過程では、前者の使用

価値には本来含まれていなかったような有害物や

無用物までが価格づけをされて取引されています。

そのように、当時、もう古い時代ですけれども、

負の部分も指摘しております。 

  この有害物、無用物に産業廃棄物を入れますと、

青木地域という問題が出てくると思います。投資

を中心とした那須塩原市は、一番目の価値がとて

も豊かなところです。２つ目の価値、交換価値で

す、これが不動産部門を呼び、その後遺症や産業

廃棄物処理場の集中という形で今日の現状を迎え

ていると思います。アウトレット出店には、市場

交換価値を 大にするため…… 

○議長（植木弘行君） 14番、玉野君に申し上げま

す。 

  質問の趣旨を明らかにしていただきたいと思い

ます。 

○１４番（玉野 宏君） はい。 

  ６番目の自然と共生する農業ですけれども、１

つの例としまして、長野県飯島町、ここには人も

生き物も元気な飯島町の農業ということを提案し

ております。飯島町は、面積として町の全農地が

1,080haですが、このタイトルとして、1,000ha自

然共生農場づくりを目指しております。１つのね

らいは、自然・生態系を守る、共生農業への取り

組み、２番、３番、４番と続きますが、市長が答

弁された中に、ＪＡを中心にして展開されると思

いますが、町全体としてこちらの飯島町の

1,000ha自然共生農場基本計画と立派なものがご

ざいますが、このようなものを作成する考えはあ

りますかどうか、お聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 先ほど市長の方

から答弁がありましたように、本市といたしまし

ては、全体で１万haほどの農地がございますので、

この飯島町の考え方の計画を立てる考えはござい

ません。 

○議長（植木弘行君） 14番、玉野宏君。 

○１４番（玉野 宏君） 今、グローバル化が進ん

でおりますが、この背景という現実は、貨幣価値

が進んで、貨幣価値に大地を置くということだと

思います。これに対抗するためには、どのような

ことがあるのか。それは、やはり那須塩原市が持

つ自然環境をはっきり打ち出し、町の看板という

形で、この町は自然を大事にして、農業を大事に

して、まちづくりをしているということを大きく

アピールしていいのではないかなと思うんです。 

  そのためには、地域の広さというのが今、部長

の方からございましたけれども、アウトレットに

何十万という方が来るという、この方たちが那須

塩原市の中の魅力をより感じるためにも、もっと

この町の魅力をアピールしてもいいのではないか

と思いますが、その辺のことをもう一度お聞きし

たいと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） そういう意味も

含めまして、市長から答弁いたしましたように、

既にそういう取り組みを実際に行っていると。ア

ピールという点では多少まだ足りないのかなとい

う考えはございますけれども、今言いましたよう

に、農地・水・環境保全ということで、これらに

つきましては、いわゆる農業者だけでなく、地域

の方、お年寄り、子どもたちも一緒になって田ん
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ぼの生き物調査をしたり、それぞれの環境保全向

上活動に寄与するというようなことで取り組んで

おりますので、来年も含めますと、約４割強の農

地においてそのような取り組みがなされていると

いうことで、むしろ実践の面からいけば、全国的

にも進んでいる方に入るのではないかと、こう考

えております。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 14番、玉野宏君。 

○１４番（玉野 宏君） 青木の地の現状の話をし

ましたけれども、私たちが小さいころは、青木と

いうのはたくさんの動植物、秋には秋の、春には

春のという色彩がすごく豊かなところだったんで

す。それは、那須の山に登ってみると、あそこは

青木の地だとはっきりわかるような、緑豊かな場

所でした。現在は、先ほども話しましたように廃

棄物、それから不動産の分譲という形で相当荒れ

てきました。 

  先月、鹿沼農業高校で植林運動の講演会がござ

いました。講演者は、宮脇昭さんです。彼は、世

界に3,000万本の木を植えたという方なんですが、

植樹はその土地本来の森の種、北海道であれば北

海道の木、九州であれば九州にあった木というこ

とです。それに合った木を小さなボット苗を植え

れば、管理費もかからず成長していく。各国で活

動を紹介しております。今こそ未来のために、本

物の命の森を目指して木を植えていこう。 

  一方、山形県の酒田港の北港ですけれども、防

風林として50万本のクロマツがあったそうです。

しかし、これは現在、43万本が切られてしまった

というんです。それは、アルミ工場が進出すると

いうことで、工業団地にするということだったそ

うですが、このアルミ工場も電気代が高くて、外

国のアルミと競争できず操業率を下げて、結果、

今はこのアルミの工場も進出していない。 

  青木の森の周辺をやはりもう一度、このような

先生とか子どもたちの力をかりて、育英の土地の

ような広さもありますし、建物もございますので、

そのような学びの場と実践の場と、広く都会から

来る人たちに交流できる学びの場としてつくって

いってはいいのではないかなと思います。市長の

答えは出ているようでございますが、やはり那須

塩原市の特性を私たち市民だけではなくて、広く

関東の人、広く日本の方々に呼びかけて、力を得

たいなと思っております。 

  なお、このような言葉が残っております。 

  「那須に来ると、いつも私は自然が生きている

ように感じる。那須の生きた自然に親しみながら、

ことしの夏もまた私は植物の観察を続け、幾つか

の新しい事実を本書に書き加えることができた。

動物や植物がいつまでも静かで穏やかな環境の中

で、その生命を営むことができるようにと祈って

やまない。そんな気持ちから、那須の植物の姿を

正確にとらえておきたいと考えたからである。」。

昭和46年の、これは皆さんご存じだと思いますけ

れども、那須の植物種をあらわした昭和天皇の那

須の植物誌の序文です。こういう時に、今は帰っ

てきているのではないでしょうか。 

  市長の答弁はございましたけれども、青木の地

としても100年の計画をつくりたいと言っており

ました。青木の地に限らず、私たちは100年をか

けてこれだけの環境を壊してしまった。そして、

価値観の一つの貨幣経済だけに組み込まれていっ

たと思います。もう一つの価値観である使用価値、

この自然環境の中で生きるものすべて、人間その

ものが成長していくということを、もう一度、青

木の土地を中心にして考えていただけないでしょ

うか。お答えをいただきたいと思いますが。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） 自然とのかかわりでの
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本市の歩むべき方向性みたいな話だと思うんです

けれども、ご承知かと思いますけれども、今回、

那須塩原市の総合計画をつくりました。これは、

もう当然ご承知のことと思いますけれども、この

中で、那須塩原市が目指すのは、人と自然が触れ

合う安らぎの町を目指すと、こういうことですの

で、青木に限らず、那須塩原市全体をこういった

ビジョンに沿う形で自然を大切にしながら、まち

づくりを進めていくと、こういうのが私どもの姿

勢だと思っております。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ここで10分間休憩いたしま

す。 

 

休憩 午後 ２時０４分 

 

再開 午後 ２時１３分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

  14番、玉野宏君。 

○１４番（玉野 宏君） 重複して申しわけござい

ませんが、⑤についてお聞きしたいと思います。 

  この地は、きょうから１週間競売ということで

すけれども、18ha、大変広い場所ですけれども、

これが有効に使えるにはどういう案があるのかな

と。先ほどの答弁では、全然考えていないようで

ございますが、この町にとって、あの広さと森が

一番いい形で使われるのはどういう形なのかなと

いうことと、３億4,700万円、これを割り算しま

すと１市民当たり幾らという計算はなりますけれ

ども、市民ファンド等がつくれて、そういうもの

が購入できる。そして、市民の森ということが形

成されるということになると、市民の意識も非常

に高まってくるし、青木地域の再生ということに

もつながってくると思いますが、その辺のファン

ドと市民で買い上げる等の考えがあるかなしか、

ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  ご提案なりました公売地、18haを３億4,700万

円、市民ファンドとして市が幾分かの負担をして

購入される考えはないかというお尋ねだと思いま

す。 

  ちょっと話がそれるかもしれませんけれども、

市が例えば財団法人等を設立する場合には、設立

者としての責任がございますから、基本財産とし

ての出捐義務というのはございますけれども、公

金を支出する場合に補助金あるいは交付金という

のは、当然支出についての名目がございます。お

尋ねの話の中で、市民全体で自然を守っていくと

いう崇高な理念は理解いたしますけれども、それ

に公金を投入することについては、お話のあった

中では軽々にはそういう措置をとるということは

難しいかなと、こういうふうに考えます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 14番、玉野宏君。 

○１４番（玉野 宏君） 部長の公金ということに

関してはよくわかります。市がお金を出すという

ことも大事なことでございましょうけれども、市

民がそういうものの価値観を築き、みんなで出し

合って買って、その森を再生しようと、そういう

機運を盛り上げられるかどうかということ、そう

いう考えが提案できるかどうかということを聞き

たいということでございます。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） なかなかどこの分

野が答えるかわからないわけですが、拡大解釈を
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させていただきまして、環境の話ですので、私の

方からお答えをさせていただきます。 

  全国事例を考えてみますと、トラスト運動で何

とかの森とか、また海岸地帯を買い上げたり、一

部、知床でもそういう運動がありました。それは、

あくまでも基本的には市民運動という形でやって

いるのが、イギリスあたりではそういう形でやっ

ているのを先例として学んで、日本でもやってき

たという経過がございます。多分その辺の話から、

この国が公売にかけているやつも、環境の面から

市民たちが取り組んだらどうなんだろうという一

つのご提案だとは思います。 

  それについて、市は、先ほど市自体としては取

り上げないという話でございますので、その点は

私どもでも同じ答えになりますけれども、市民の

方々が自主的にＮＰＯを組むなり、またいろいろ

な団体を組んで、そういうトラスト運動的なもの

をして、自然環境の学習の場なり活動の場にして

いただくものならば、市としてはまちづくりと非

常に合致する運動になってまいりますので、大変

ありがたい話だというふうな感想的なお話をさせ

ていただきます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 14番、玉野宏君。 

○１４番（玉野 宏君） ４番の一部、それから６

番に触れることの質問ですが、今、お米の値段が

１万円、１万500円、１万2,000円とか、そういう

価格になっていると思いますが、宮城県鳴子には、

鳴子米プロジェクトということが３年前から始ま

っております。ここでは、小学生、中学生に対し

て、もちろん１年間の農業体験をさせるわけです

が、お米の価格ということを教えているそうでご

ざいます。鳴子の米は60kgで２万4,000円、これ

を高いと思うか安いかはどうでしょうかというこ

となんですが、この60kgの米が1,000杯のご飯に

なるそうです。人は平均年間1,000杯のご飯を食

べます。そうすると、１杯の値段は24円です。24

円と言いますと、ポッキーのチョコレート６本と

か、イチゴ１個とか笹かまぼこ５分の１だとか、

そういう価格にも子どもたちを巻き込むというん

でしょうか、価格を理解させるという形。青木の

先ほどの育英の場所はそういう建物もございます

し、価格を教えながら、いかに米のことが大事で

あるかということ。それともう一つは、先ほど私、

価値ということでわかったようなわからないよう

な２つのことを言いましたけれども、１つの価値

は使用価値ということで、２つ目はお金にかえた

ときの価値だということなんですが、暮らしの中

から始まるグローバリゼーション、グローバリー

性を対抗するということなんですが、福岡県のあ

る方が、グループをつくってＮＰＯでやっている

んですが、見えない価値が浸透し始めている。そ

して、私たちもそれをやるんだということを述べ

ておるんですが、この方は、ドイツに行ったそう

です。ドイツでリンゴジュースがたくさん売れて

いたというんですね。これは、当市もリンゴとか

いろいろなジュースをつくっている方がおられる

と思いますけれども、売っている方が、質問した

そうなんです。なぜ売れるか、その理由を当てて

ごらんと言われて、安いからとか、安全だからと

か、栄養がたっぷりと答えたそうですが、本当の

理由は、それではなかったと言うんです。価格で

はなくて、そのリンゴジュースをつくる畑、林が

壊れてしまったら、リンゴもできないし、景観も

壊れると。その畑とか山とか森を守るお金として、

そのリンゴのジュース代として出したと言うんで

すね。 

  そういう形が日本ではまだまだこれからだとい

うことだと思います。でも、やはり那須塩原市は、

首都圏にこれだけの農水産物を出しております。
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安心と安全ということは、都会の消費者たちが決

める時代でございますので、ぜひその辺の観点を

入れた自然と共生する農業の考え方を進めていた

だければなと思っています。 

  なお、鳴子の米プロジェクトの教え方の中に、

こんなことを言っております。自然が大切なので

はない。自然を支えている百姓仕事と農業の関係

が大切なのだと。同様に、命をはぐくむ米が大切

なのではない。稲と一緒に育っているもろもろの

自然の生き物と稲の関係が大切なのだと。稲を生

産している農業技術が大切なのではなく、稲と生

き物と、つまり自然と一緒に働いて、米と自然環

境をことしもまた恵みとして引き出してきた百姓

仕事が大切なのだというような教え方をしている

というんです。 

  ４番と６番が重複して申しわけございませんが、

そのお答えをもらって、私の質問を終わらせてい

ただきます。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） 農業の話なので産

業観光部長がいいのかもしれませんが、今、環境

という切り口でお話しなさったので、私も微力な

がら知識をひとつ披露しながらお話しさせていた

だきたいと思うんですが、お米の今、話がありま

した。私も近ごろ勉強した中では、松之山という

豪雪地帯、地震の近かったところですが、あそこ

でもやはり棚田で農業をやって、米１俵が十数万

円という数字をたたき出したというような話が出

ております。それだけでは、単なるそれだけの話

なのですが、それはどうやってつくるかといえば、

当然環境を大事にして、無農薬有機農法、そうい

うものをやっていること自体は、その人たちはす

ばらしいわけですけれども、そこからいま少し派

生して、その地域で５本の指に入るような大農家

は５haぐらいあるらしいんですが、とてもそんな

ものできませんという話でずっと来たんですが、

ここへ来て、じゃ、１反歩ぐらいでもとりあえず

始めてみるか、そういう米をつくってみるかと、

そういう感覚になって取り組み始めたという話を

聞きました。 

  本市でも、先ほど農業の話で減農薬とか、そう

いう形で今取り組んで、全市に広げて、先進的に

頑張っていくというのも、そういう知識や価値観

というのが農家の方に理解されて進んでいくんだ

と思います。 

  ですから、我々、環境を守るような分野の仕事

をしているわけですが、農業側も、そういう自分

だけたくさんとってたくさん売ればいい、お金が

走ればいいという価値観ではなくて、国民または

市民に喜ばれる農産物、安全でおいしい食べ物、

そういう環境的な発想で取り組んでいっていただ

いておりますので、全体論としては、市民の方も

非常に理解してやっていっておりますし、市の施

策としてもそういう方向性で物を展開していると、

いろいろな分野がそういうことで展開していると。

それに私どもは理解をして、環境行政を進めさせ

ていただいております。 

  答えになったかどうかわかりませんが、そうい

う形で市としても環境という切り口で、単なる市

場原理、お金だけ走ればいいという論理だけに走

っているのではなくて、心の豊かさも含めてそう

いう行政をしているというふうにぜひご理解をい

ただきたいと思います。 

  以上です。

○議長（植木弘行君） 以上で創生会の会派代表質

問は終了いたしました。 

  以上で会派代表質問通告者の質問は全部終了い

たしました。 

  会派代表質問を終わりたいと思いますが、異議

ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  会派代表質問を終わります。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第８７号～議案第９３号の

質疑 

○議長（植木弘行君） 日程第２、議案第87号から

議案第93号までの７議案を議題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） では、まず議案第87

号 那須塩原市長の給料の特例に関する条例の制

定についてということで、これは、市長の給料を

減額するということでの条例だということで、そ

の提案理由が、水道の各データの改ざんに対して

の責任を負うという、そこで、今まで私たちに説

明されていた資料は、すべてデータの調整、配水

量の調整と有収率の調整、調整という言葉を使っ

てきた中で、今回、市長が明確に改ざんの責任を

とりますということで、ここで私は、初めてきち

んと市民に向けてどういうことを行ってきたかの

責任をとるということがわかったわけですけれど

も、本当に市長のところの理由はそうですけれど

も、それぞれにかかわった関係した人の部分のと

ころで、この起きてしまったことは本当に反省す

る点が多かった、これはしてはいけないことをや

ったんだという認識が、きちんと関係している人

たち、そして、それは他山の石として那須塩原市

の職員の方皆さんが、この起こしてしまったこと

に対して真摯に反省をしているというふうに受け

とめていいのか。 

  私も黒磯時代に水道のデータをいろいろといじ

っていたにもかかわらず、そこまでたどりつけな

かった自分も含めて、私も反省している思いはあ

ります。何であれがわからなかったんだろうと。

もうちょっと数値をいじっていれば、あの改ざん

はわかっていたのにというところで、自分もすご

く悔しい、情けない、自分自身にも腹立たしい思

いをしている中、きちんとしたとらえ方が全庁的

にできているのかどうか。それの象徴で市長が今

回こういう処分をみずから提案してきたというふ

うにとらえていいのか、この１点を聞きたい。要

するに、こういうことを二度起こさないためにも、

そこは末端まですべて、議会の私たちとは言いま

せん、私も含めて反省するという意味でこれをと

らえたいと思いますので、その１点だけ聞かせて

ください。 

  あと、議案第89号で部の設置条例の全部改正と

いうことで出てきている中、先ほど水戸議員のと

ころでの行政組織の改革について、組織再編の特

徴と目的を聞いた質問への答弁のところで、こう

いうふうに変えていったのは、柔軟な対応ができ

るようにということと本市が抱えている問題に対

応できるようにという、そこで抱えている問題に

対応できるようにというふうなご答弁がありまし

たけれども、具体的に何をイメージしてこう答弁

したのか。要するに、柔軟な対応ができるという

のは、どういうことが今まで硬直していて、それ

をどう対応できるか。それで、本市が抱えている

問題、どういう問題にこの組織機構を改革したら

対応ができるようになるのかという効果を聞かせ

ていただきたいと思います。 

  そして、あとこの行政組織の今回条例として出

てきている部分の３条に基づいて、要するに 後

のところに書いてあるんですけれども、この条例

に関して必要な事項は市長が別に定めるというこ

とは、行政組織規則によって定めるんだと思うん

ですけれども、現条例を受けての規則とか、その
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規則の中にそれぞれの事務分掌の具体的な部分が

別表になってつけてあると思うんですけれども、

そういうものは、もう既にでき上がった上での提

案なのかどうか聞かせてください。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） まず、第１点目の市長

の給料等の減免に関する条例について、２点ほど

のお尋ねに対してお答えをしたいと思います。 

  関係者の処分がありまして、それらを踏まえて

どのように考えているかということでありますけ

れども、当然処分を決定したときに、臨時庁議を

開きまして、全部長にそれぞれの部局の中でこう

いったものの再発防止について周知徹底を図った

ところでございます。 

  なおかつ、その後に市長名で全職員に庁内のメ

ールで、今回の一件の反省をするとともに、気を

引き締めて職務に当たられたいということでのメ

ールを通知したところでございます。 

  そういうことで処分を受けた職員、あるいはこ

ういう問題を起こしたことに関しまして、那須塩

原市の職員全員が合併後においてたるんでいるの

ではないかと思われても仕方ないのないような事

案も起きていますので、今後、気を引き締めて市

政執行に当たっていきたいというふうに感じてお

るところでございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 企画部長。 

○企画部長（高藤昭夫君） それでは、議案第89号

の部の設置条例の関係でお答えをいたします。３

点ほどあったかと思います。 

  まず、現状抱えている問題ということですけれ

ども、私どもとしましては、今回の総合計画をつ

くって市民との協働と、これに対応できる組織と

いうことで、企画部の中に市民協働推進課なるも

のを、それから産業廃棄物の関係で、これも廃棄

物対策室を設ける、それから子育ての環境では子

ども課の設置、そのほか財源というようなことで

税の徴収体制といいますか、国保等々も含めての

体制づくりと、こんなところが課題でありますの

で、この辺に力を入れて取り組んでいく組織にし

ていきたいと、これが１点であります。 

  ２点目ですけれども、柔軟に対応していくとい

うことで、どちらかというと、これまでの体制で

すとなかなか総合力を発揮できないというような

組織体でありましたので、今度は本庁方式的なこ

とで一つの部なりで縦のライン、当然こういう時

代ですから、横も十分大切なんですけれども、そ

ういった連携をとりながらできる体制づくりに努

めたと、こういうことであります。 

  それから、３点目の第３条の関係ですけれども、

議員ご指摘のように、これは規則で定めていくと

いうことで、今回、これまでも部は市民福祉部の

方の名称が変わっただけなんですけれども、全部

を改正したと。こういうことで、これまでもこの

規則はあって、大まかなところのその部それぞれ

が遂行していく業務自体はこれまでも書かれてい

たわけですけれども、この辺を今回再整理をさせ

ていただいたと。業務が部間で移動したりという

こともあるものですから整理をしたと、こういう

ことであります。 

  この規則につきましては、現在、細かい部分も

ありますので、それぞれの今度は係単位までの事

務分掌ということになりますので、今までの総合

支所方式と違った体系にもなりますので、綿密に

今、作業を進めているところであります。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 12番、早乙女順子君。 

○１２番（早乙女順子君） 本市が抱えている問題

に対応できるようにという部分は、前にもお聞き
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したように、市民との協働とか産廃の対応とか子

育て支援とか、そういうものに柔軟に対応できる

ということでしたのだと思うんで、きっと、もし

かしたら抱えている問題と柔軟に対応も絡むのか

なというふうに勝手に解釈をすることでここのと

ころは終わりにいたしまして、行政組織規則は、

要するに、今までのものを組みかえて使うという

ようなことで、あと、それぞれの係のところの部

分は、新たに入ってくるものもあるでしょうから、

そこはこれから細部はつくり上げていくというこ

とで、なるべく早いうちにしないとならないとは

思いますから、４月からですからということで、

議案の15ページのところ、これは余りどうでもい

いかなとは思ったんですけれども、15ページのと

ころの建設部というところで、これは今まで、ア

イウエオではなくて括弧書きで条例には入ってい

たので、それをここではアイウエオ書きなんです

けれども、 後に「ケ」というところに下水道に

関することというのが入っていたのが、今までの

条例だったと思うんです。それを新たに下水道を

起こしたので、それでここに⑺で上下水道部とい

うことを起こしたとしたら、この下水道に関する

ということは、その下に行って「ア」とかとなる、

そういう位置づけですよね、これは。きっと書き

方ですので、余りきっと位置づけとしてはそうい

う位置づけですよね、ということの確認だけです。 

  それと、水道が入っていないのは、水道は、と

りあえず市長というよりは公営企業になっている

ので、設置条例は別でやっているので、市長部局

のここのところの条例ではしないで、市の水道の

設置条例のところにあるのをそのままだというこ

とですよね。それとすると、要するに下水道だけ

は、一応市長が公営企業とは違うから、こういう

ふうになるという解釈でよろしいでしょうか。そ

こが違っていなければ、それでいいんです。 

  それと、議案90号の資料の17ページのところに

ある９条の下の一番 後の「配偶者の」というと

ころから下ずっと、これが削除してあるんですけ

れども、私は、この現行の条例が提案されたとき

に、「扶養親族たる配偶者のない者が」という、

これの意味がこういう事例とはどういうことを意

味するのかがわからなくて、ただの配偶者ではだ

めなのかなということを前に言った覚えがあるん

です。だけれども、今回の改正で、ただ単純に配

偶者と。これが、なぜ外すことになって、前はな

ぜ入れてあったのかという、前のときもただの単

純に配偶者ではだめなんですかと聞いたんですけ

れども、いや、こういうふうにということで、明

快に私も理解できていなかったんですけれども、

そうしたら、今回単純に配偶者という言い回しに

なった、ここら辺の条例を変えた部分のところで、

ただ意味がなかったから整理したというだけだっ

たら、それでいいです。それから、意味があるな

らば、どういうものを外したとか、そこだけを教

えてください。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 議案第90号の職員の給

与に関する条例の関係で、扶養親族たる配偶者の

位置づけについてお答えいたします。 

  従前、これまでは、配偶者が扶養手当の対象に

なっているかどうかという判断で記載をしてござ

いました。今回改正になりますと、配偶者が扶養

になるかならないかにかかわらず金額が6,500円

に、500円引き上がったということでの規定でご

ざいますので、かような改正になったということ

でございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  企画部長。 
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○企画部長（高藤昭夫君） 大変失礼しました。 

  先ほど上下水道部のお話等がありましたが、議

員おっしゃるとおりの解釈で結構でございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 29番、齋藤寿一君。 

○２９番（齋藤寿一君） 議案第93号についてご質

問させていただきます。 

  まず、もみじ谷大吊橋の条例等の改正でありま

すけれども、現行と改正案を見てみますと、「個

人」の部分をやはり現代の言い方で「一般」とい

う書き方をした方がいいだろうというような内容

であります。その次のもの語り館の条例に関して

も、「上記以外の者」を「一般」という言い方で

書きかえるんであろうというふうにわかるんであ

りますが、次の華の湯の条例に関しても、「中学

生以上」という言い方を多分、「一般」という言

い方に書きかえるんだろうというふうに思うんで

す。ここの単位でありますけれども、前段２つに

関しては１人に関してという感じの書き方なんで

すが、ここの単位に関して１回という単位をその

まま使っておるわけなんですが、これを１人とい

う単位に直した方がいいのではないかなというふ

うに自分は思ったものですから、それが１点。 

  これの条例に関しては、当然個々の開設、オー

プン時期が年度ばらばらでございますので、いろ

いろな条例があったんだろうというふうに思うん

ですが、今回一遍に改正をするのであれば、その

辺の整合性というか、その辺をひとつお聞きした

いのと、あと、華の湯の条例に関しては、中学生

以上１回という書き方をしておりますが、もみじ

谷大吊橋、もの語り館に関しては、一般300円、

小学生、中学生、高齢者及び障害者が200円、こ

のもの語り館に関しても、区分に関しては小学生、

中学生、高齢者及び障害者が200円という書き方

をしておりました。ここで、「中学生」という文

言を外して「一般」という書き方でありますが、

これは、中学生は当然一般に入るんだろうという

ふうに思うんですが、この辺を前段あるいは天皇

の間も出てきますけれども、これを小学生、中学

生というような統一性を持って300円というよう

な検討をなされなかったのかということを２点目。 

  当然、この天皇の間に関しては、やはり規定、

中学生以上１人につき200円というものを「一

般」という書き方をしております。そこの⑵に行

きますと、小学生１人につき100円、これが現行

に変わりますと、小学生、中学生、65歳以上とい

うことで、前段の３つと同じような規定で変えて

おりますけれども、この華の湯に関しては、先ほ

ど言った中学生に関しての文言の使い方、あるい

はその単位についてはどのような話し合いをなさ

れたのか、検討されたのか、ちょっとお聞きした

いと思います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） まず、華の湯の

関係だけが中学生という形で入っているのではな

いかというご指摘で、今回は、いわゆる区分を統

一したということでやったわけでございますが、

華の湯に関しましては、入湯税の関係がありまし

て、入湯税は中学生からというものがございまし

て、このように特別の扱いをしたということでご

ざいまして、もう一つは、おふろの場合に、回数

券も発行しているとおり、複数回入る場合も予想

されるということなものですから、１人１日何回

入ってもということではなくて、１回当たり幾ら

ですよというような規定をしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 29番、齋藤寿一君。 

○２９番（齋藤寿一君） おふろの場合は複数回入

るというようなことでありますけれども、大体お

ふろというのはそのような入り方をして、１人と
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いう部分のカウントをされるのではないかなとい

うふうに思ったんです。それで単位の質問をさせ

ていただいたわけなんです。 

  この入湯税に関しましては、300円に下がると

中学生の場合どのような結果になるのか、ちょっ

とお聞かせを願いたいと。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えをいたします。 

  入湯税が変わるかどうかということですけれど

も、基本的に使用料が変更になりましても入湯税

そのものは変わりません。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） ほかにないようですので、

議案第87号から議案第93号までの７議案に対する

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎議案第７９号～議案第８６号の

質疑 

○議長（植木弘行君） 次に、日程第３、議案第79

号から議案第86号までの８議案を議題といたしま

す。 

  以上に対し質疑を許します。 

  19番、関谷暢之君。 

○１９番（関谷暢之君） それでは、議案第79号 平

成19年度那須塩原市一般会計補正予算（第３号）

から２点ほどお伺いしたいと思います。 

  議案資料の説明文並びに予算執行計画書の方、

各款の１項１目の各総務費の給与関係であります

けれども、こちらの方が各課の中で増減をしてい

るわけですけれども、全体的に減少ということで、

総額でどのくらいになっているのか、わかりまし

たらばそちらと、その対象人数がどのくらいにな

っているのか。それと、説明文の中で早期退職者

の増加の見込みということがあるわけですけれど

も、その辺の人数の見込みもお答えいただきたい

と思います。 

  それから、２点目は、予算執行計画書の10ペー

ジの６款１項９目むらづくり交付金事業201事業

の科目の増減についてご説明を願えればと思いま

す。 

  以上２点です。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） お答えいたします。 

  まず、１点目の給与等の減額幅のことについて

お答えいたします。 

  特別会計と一般会計を含むすべての給与あるい

は手当、負担金等を合算いたしますと、マイナス

の6,543万円ほどでございます。 

  それから、退職手当の関係ですが、早期退職者

の人数ということでご理解しますけれども、現在

のところ７名でございます。 

  以上です。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） ６款のむらづく

り交付金の関係の予算についてでございますが、

今回の補正につきましては、当初、測量設計関係

ということで全部組んでいたわけでございますが、

そのうち２地区３路線の水路については、用地の

関係等の手当がついたということもございまして、

早急に実施してほしいというような要望がござい

ましたので、それらに組み替えるものでございま

す。 
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  以上です。 

○議長（植木弘行君） 19番、関谷暢之君。 

○１９番（関谷暢之君） 給与関係でありますけれ

ども、6,543万円ということで、この補正にかか

わる金額の影響となった人数までわかりましたら

ばお願いしたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 答弁を求めます。 

  総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） ただいま申し上げまし

た特別会計と一般会計を含めた人数、トータルで

すが876名でございます。 

  以上です。 

〔「了解です」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） 同じく議案第79号 平成

19年度の一般会計補正予算の予算執行計画書の中

から10ページ、同じく６款１項２目の中の印刷製

本費があります。その中で、那須塩原市食育推進

計画パンフレット、地産地消料理レシピパンフレ

ットの51万円というのがございます。その中で、

このパンフレットの印刷配布規模、それとあと地

産地消の料理レシピもしくは内容がわかりました

らお教え願います。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） お答えします。 

  食育関係の印刷に関しましては、パンフレット

ということで計画書が300部、概要版が2,000部と

いうことで、関係する農協、それから関係団体、

いわゆる生活関係団体、それから特に食育関係に

つきましては、給食センター関係、調理場関係、

学校関係、福祉関係と、それらの関係する方々に

配りたいと。 

  それから、地産地消のレシピでございますが、

これらにつきましては、500部ほど印刷する計画

でございますが、内容等につきましては、地元の

食材を使った料理ということで、その中には牛乳

を使った料理とか、そういうレシピが網羅されて

ございます。 

  以上でございます。 

○議長（植木弘行君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） 今の地産地消のレシピな

んですけれども、これは行く行くは、例えば各家

庭の中にも配布になるのでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 産業観光部長。 

○産業観光部長（二ノ宮栄治君） 今後検討してい

きたいと思います。 

○議長（植木弘行君） 10番、平山啓子君。 

○１０番（平山啓子君） わかりました。 

  続きまして、同じく13ページなんですけれども、

10款教育費、３項２目の中学校教育振興費の中か

らスポーツ等振興事業640万円とございます。こ

の内容をお教え願います。 

○議長（植木弘行君） 教育部長。 

○教育部長（君島富夫君） これは、毎年、学校で

各種大会等をやって、主催が市あるいは学体連の

関係のものについて、その学校が県大会等々に行

った場合に補助をすると、こういう制度でござい

ます。 

○議長（植木弘行君） 総務部長。 

○総務部長（田辺 茂君） 先ほど関谷暢之議員に

お答えいたしました一般会計、特別会計を合算し

た給与、手当、負担金ですが、合算額を6,543万

円の減額と申し上げました。数字の訂正がござい

まして、減額の5,897万1,000円でございました。

おわびして訂正をいたします。 

○議長（植木弘行君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 議案第79号です。平成19年

度那須塩原市一般会計補正予算（第３号）のうち

の資料の２ページ、真ん中よりちょっと下なんで

すが、第二期ごみ処理施設整備事業に関する負担
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金が実施状況の関係で大幅に減額になったことか

らというものなんですが、この大幅に減額になる

というのは、事業がおくれていて、その関係で負

担金が来期に送られると、こういう解釈でよろし

いでしょうか。 

○議長（植木弘行君） 生活環境部長。 

○生活環境部長（松下 昇君） そのとおりでござ

います。ただし、 後のでき上がりの方は、工期

の短縮といたしますので、全体が全部おくれてし

まうということではありませんので、スタート時

点がおくれたので、今年度の執行分が少なくなっ

てしまうというふうにご理解いただきたいと思い

ます。 

○議長（植木弘行君） ５番、髙久好一君。 

○５番（髙久好一君） 了解です。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） 同じく議案第79号の一般会

計予算執行計画書の中からです。11ページ、８款

土木費の中で４項５目まちづくり事業の中で、下

から２つ目、駅西口広場ＪＲ近接工事施行影響解

析740万円の具体的な説明と、その下の再開発組

合補助6,250万円、これをちょっとお聞きしたい

と思います。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） まず、まちづくり交付

金事業の西口広場ＪＲ近接工事施行影響解析とい

うことでございますけれども、これにつきまして

は、新幹線の基礎に近いところを駅広場の整備と

か、そういった工事をすることになりますので、

それに伴いまして、その基礎に影響があるかどう

かということを解析するための費用でございまし

て、それを委託するということでございます。 

  それから、２点目ですけれども、再開発組合の

補助ということでございますが、これにつきまし

ては、国庫補助の枠が広がりまして、その分の補

正でございまして、これにつきましては、国が３

分の１、県が６分の１、市が３分の１という形で

補助をするものでございます。 

○議長（植木弘行君） ６番、鈴木紀君。 

○６番（鈴木 紀君） これは、西那須野旧とりせ

ん跡ということで解釈していいんですか。 

  それと、前の虹の街も解体するとかというふう

にはちょっと聞いているんですが、そこら辺の具

体的なことをちょっと教えていただきたいと思い

ます。 

○議長（植木弘行君） 建設部長。 

○建設部長（向井 明君） これにつきましては、

西大和地区市街地再開発事業ということでござい

まして、とりせんの跡地の解体とか、そういった

工事に伴うものでございます。 

〔「わかりました」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） ほかにないようですので、

議案第79号から議案第86号までの８議案に対する

質疑を終了することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

  ここで10分間休憩いたします。 

 

休憩 午後 ３時０２分 

 

再開 午後 ３時１０分 

 

○議長（植木弘行君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 
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◎議案第９４号～議案第９５号の

質疑 

○議長（植木弘行君） 次に、日程第４、議案第94

号及び議案第95号の２議案を議題といたします。 

  以上に対し質疑を許します。 

  ありませんか。 

〔「なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） ないようですので、議案第

94号及び議案第95号の２議案に対する質疑を終了

することで異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う人あり〕 

○議長（植木弘行君） 異議なしと認めます。 

  よって、質疑を終了いたします。 

 

─────────────  ◇  ───────────── 

 

◎散会の宣告 

○議長（植木弘行君） 以上で、本日の議事日程は

全部終了いたしました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時１２分 
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